
午前１０時 開議

○議長（角谷英男君） おはようございます。ただ

いまから平成１４年第２回泉南市議会定例会継続

会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において２番 竹田光良君、３番

中尾広城君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、前回の議事を継続し、代表質

問を議題とし、順次質問を許可いたします。

次に、２１番 真砂 満君の質問を許可いたし

ます。真砂君。

○２１番（真砂 満君） おはようございます。議

長から発言許可を得ましたので、第２回定例会に

おきまして、市民わの会３名を代表して向井市長

の市政運営方針並びにそれに関連する内容につい

て質問を行ってまいります。

さて、ワールドカップの決勝トーナメントで日

本が惜敗し、国会では疑惑のデパートとまで言わ

れた鈴木宗男議員が逮捕されるなど、連日、新聞、

テレビをにぎわしています。サッカーでは、トル

シエ監督のもとで日本を代表する各選手がすばら

しい活躍で決勝トーナメントに進み、サッカーの

ルールすら知らない国民までにも夢と希望を与え

てくれました。他国では、敗退によりいろいろ起

きているようでありますが、私は敗れたとはいえ、

お疲れさまでした、ありがとうの言葉を贈りたい

と思います。

一方、鈴木宗男議員逮捕は、これから司直の手

によって全容が究明されるでしょうが、現時点で

はようやく来るべきものが来たと感じた国民が大

半ではないのでしょうか。やり過ぎたからだとの

声も聞かれますが、そのことを許してきた役所体

質を改革していかなければ、こういった事件は後

を絶たないのではないかと感じます。

泉南市では、本会議場や委員会では議事録が残

りますので、どの議員が何を発言したかは明らか

でありますから、よほどのことがない限り問題を
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起こすことはないと思いますが、要はそのほかで

の職員への圧力であろうと考えます。そういった

ことを防ぐためにも、職員はだれが何を要請した

のかを書面で残し、公開の対象にすることより、

防御できるのではないかと考えます。泉南市とし

て一度検討していただきたいと思います。

では、質問に入らせていただきたいと思います

が、まずは向井市長におかれましては、３期目の

当選おめでとうございました。向井市長にとって

は連続無投票ではないかとも言われていただけに、

選挙そのものが迷惑だったのかもしれませんが、

２期目が無投票、そして今回の投票率が３６．３％

という低い投票率でありました。市民の皆さん方

の市政に対する関心の低さなのか、それとも向井

氏圧勝との市民の皆さんの思いが投票所への足を

遠のかせたのか、長年市政を担ってこられ、一方、

市長候補者として選挙を戦われた向井さん本人の

感想を率直にお聞かせ願いたいと思います。

また、最近いずれの選挙戦においても投票率が

下がっておりますが、政治不信、政治離れが言わ

れて久しい昨今の状況についてどのような御見解

をお持ちなのかもお聞かせください。あわせて、

小山氏との対比が６１．５対３６．４について、どの

ような見解をお持ちで、向こう４年間の活動過程

において、この数字の反省材料として何かお持ち

なのか、お示し願いたいと思います。

私は、投票率が過半数割れする選挙は、この際

無効にすべきではないかと考えています。なぜな

ら、いろんな理由があろうとも、半数が参加しな

い選挙が民意を反映していないことが明白である

からであります。市民参加が言葉だけではなく、

選挙を通じても行われないこと自体、危機的であ

るわけですので、選挙を受ける我々も含めて考え

ていかなければならないと思います。

ところで向井市長、今回の選挙で市民の方々か

らいろんな問題提起を受けました。職員の方々か

らも御意見をいただきました。その中で代表的な

ことをお聞かせ願いたいのですが、市長後援会役

員と区長との関係は、社会通念上、私は好ましく

ないと考えますが、その点について市長はどのよ

うに考えられているのか。また、区長が各地で選

挙戦でフライングされているとの報告があります



が、候補者向井さんとして、こういった事実を知

らされていたのかどうか、お聞かせ願います。

また、選挙後、秘書課長が人事異動されました

が、秘書という役職柄、任命は形式ではなく実質

的にだれが行うのか、お聞かせください。議会の

中でもこの種の話題がささやかれていますので、

せっかくの機会でもあります、向井さんのために

も明確に答弁いただきたいと思います。

次に、市政運営方針に書かれている内容につい

て質問します。

向井市長が標榜する「夢世紀」の実現のため、

市民と行政、議会が対話を重ね、ともに考え、手

を携え、泉南市の未来について語り合い、行動し

ていくことにより、ゆとりと豊かさと夢を実現で

きると確信しているとしております。そしてまた、

向井市長は市長就任以来、直接市民の方々との対

話を通じ、市民の声を市政に反映することに努め

てこられたことを披瀝されています。

私は、そうした向井市長の基本的な政治スタン

スは評価いたしますが、要はこのことが現実とし

て行われているのかどうかであると考えています。

他会派についてはわかりませんが、少なくとも私

どもの会派である市民わの会としては、行政との

対話はなされているとは考えていません。また、

さきの議会で取り下げられた市営住宅家賃滞納に

対する議案について、正副議長を中心に御努力を

いただいた住民の皆さんとの話し合い結果が、文

字どおり形だけに終わったことに失望と、向井市

長が市政運営方針に書かれていることと大きく乖

離していると感じております。

行政が条例に基づき公正、公平に行政執行する

のに対し、政治はそのことを超えて議論し、改変

すべきだと私は考えていますが、向井市長は政治

家としてあくまで行政の延長線として政治をとら

まえておられるのか、そのあたりについての考え

方を確認しておきたいと思います。

次に、景気に対してお伺いいたします。

市政運営方針にも書かれていますように、日本

経済は過去最高の失業率であり、とりわけ関西圏、

大阪、泉州は全国平均よりも一層深刻であると言

われております。向井市長が項目として挙げられ

ています「いきがいのあるまち」、「げんきなま
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ち」、「活力のあるまち」、「快適なまち」のい

ずれを形成するにも、まさに泉南市に働く場があ

り、働く人がいることが前提であると言わざるを

得ません。

そういった意味では、これまでにも地場産業や

労働相談も含めて対策が不十分ではないかと思わ

れますが、市長として工業、農業、漁業、林業、

そしてそれらで働く労働者に対して、この不況下

で効果的な対策を考えられておられるのか、お聞

かせ願いたいと思います。

また、りんくうタウンへの企業誘致のため税優

遇や誘致活動を展開されていますが、進出を考え

られている企業からすれば、先行き不安や用途、

また価格などの問題からいま一歩進出まで結論づ

けられないとの声も聞かれます。もっと何かあれ

ば思い切らせることができるのかもしれません。

損をして得を取る方式でりんくうタウンに張りつ

かせることを考えるべきなのかもしれません。財

政難の時代、歳出を抑えるのは当然でありますが、

行政として財源を確保することに力を注いでいか

なければならないと考えますが、市長の見解をお

聞かせ願います。

次に、教育にかかわって何点か質問させていた

だきます。

ここ何年か、議会での質疑を聞いていて感じる

ことは、教育委員会が学校関連でのハード面やソ

フト面で必要性を認め検討する意向は示されるわ

けですが、一方肝心な財政担保となると一気にト

ーンダウンをされます。市長は市長で、教育委員

会で整理や精査をされれば予算を認めるような発

言があるわけですが、向井さんが市長に就任され

て以降、大規模改修等の事業を展開されていない

ことが大きく起因しているとは思いますが、教育

予算配分が少ないように感じられます。その点に

ついてどのようなお考えなのか、３期目のスター

トに当たりどう位置づけていくのか、お示し願い

たいと思います。

また、ここに来て適正規模・適正配置の充実、

３歳児保育の導入、幼・小の校区変更の問題など、

これまでにも言われてきたさまざまな問題を一気

に解決しなければならない事態にまで追い込まれ

てまいりました。もちろん、教育問題審議会で検



討され、答申も出されてはいますが、要は実施す

るに当たってどれだけ地域や住民の皆さん方の生

の声を結果に反映し、毅然と実施するかにかかっ

てくると考えますが、その点について向井市長の

お考えと、向井さんは街づくりの専門家でもあり

ますから、これまでの総合計画や都市計画とこの

種の関連性についての見解も含めて求めておきた

いと思います。

市町村合併について質問いたします。

各会派とも言及されておりましたので、一定考

え方は出されたと思いますので、角度を変えて質

問させていただきたいと思います。

泉州南広域行政研究会は、合併も視野に入れた

広域行政の研究だと言われておりますが、上林助

役が合併前提で云々と間違うほどに向井市長は合

併推進派であります。また、市政運営方針に書か

れている国主導ではなく、市町村が自主的、主体

的に考えるべきものだと言いながらも、２００５

年の合併特例法に縛られながら議論を深めようと

する姿勢そのものが国・府主導だと言えるのでは

ないのでしょうか。

そもそも、今回の合併議論が地方分権だと言わ

れながらも、結局のところ財源の問題に起因して

いることが私は問題だと言わざるを得ないと思い

ます。本当に合併を市民が望み、市民のためにな

ると判断できるなら、逆に国や府が何を言おうが、

合併へと進めばよいと考えています。

とりわけ、議会が合併を反対すれば、みずから

の職の確保についてどうこう言われかねませんが、

少なくとも私どもは現時点でも議員定数削減につ

いて議論を開始すること自体やぶさかでないとい

うことを言明しておきたいと思います。賛成、反

対ありきでの誘導ではなく、泉南市民のためのま

ちがどんなまちであるべきなのかを議論し、その

過程で結論づいてくることだと考えています。そ

の点についての向井市長の考え方をお示し願いた

いと思います。

最後に、電子行政についてお伺いします。

電子行政、電子市役所に向けて各市とも実現に

向けた取り組みが行われています。これからもこ

の種の取り組みは最優先課題として整備をし、行

政事務の効率化と市民サービスの向上に努めてい
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かなければならないと考えます。

泉南市もおくればせながら、補正予算で庁内Ｌ

ＡＮ設置に向けた予算計上をされておられますが、

予算規模を見る限り２，０００万円程度と余りにも

少額であり、言葉が悪いようですが、とりあえず

との感は否めません。

今後、財政面も加味しながら取り組んでいかれ

るわけですが、最終目標年度と計画的な事業執行

をどのようにされていかれるのか、お聞かせ願い

たいと思います。他の事業との兼ね合いも当然出

てくるわけですが、その点についても含めて答弁

をいただきたいと思います。

加えて、向井市長は市長会での役職として、部

会長として推進される立場であるとも聞き及んで

いますが、向井市長の個人的なことではなく、泉

南市長として積極的な対応が必要だと考えますが、

御見解を伺っておきます。

以上、時間的な都合で絞らせていただきました

ので、よろしくお願いします。

今回、通告後職員の皆さんが質問内容について

ヒアリングに来られましたが、申すまでもなく代

表質問は市長の市政運営方針についてであります。

市長が考えられた方針を会派代表が質問するわけ

であります。そういった意味では、行政職員が答

弁書を作成すること自体おかしいのではないかと

いう気持ちであります。向井市長の生の考えと市

民の代表である議会が議論する、私はそのこと自

身意義があると考えますが、市長の考え方をお聞

きし、壇上での質問を終わらせていただきたいと

思います。よろしく御答弁をお願いいたします。

○議長（角谷英男君） ただいまの真砂議員の質問

に対し、市長の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 真砂議員の代表質問にお答

え申し上げます。

まず、冒頭言われました議員と職員との関係と

いうことでございますが、真砂議員御提案は、議

員からいろいろ職員に対していろんな要望あるい

は要請、あるいは他のことも含めてお話があった

ときに、きちっと記録を残して、それを公開した

らどうかということでございます。今、さまざま

な事件が発覚しておる中でございますから、それ

も私ども参考にさしていただいて、やはり議員さ



んと我々行政との関係ということについても１つ

の考え方だというふうに思いますので、今後の参

考にさしていただきたいと、このように思います。

それから、今回の市長選挙についての感想とい

うことでございますけれども、前の質問者にもお

答えいたしましたけれども、残念ながら私も選挙

をやっておりまして非常に低調な感じを受けまし

た。それが投票率にあらわれているんじゃないか

なというふうに思っております。したがって、そ

の原因がどこにあるのかというのはなかなか見つ

けにくいとは思うんですけども、真砂議員が言わ

れたようなこともあるのかもわかりませんが、し

かし選挙をする以上、やはりできるだけ高い投票

率で、お互いにどなたかを選ぶというのが一番い

いというふうに私も思っておりますので、今回の

投票率の低いということについては大変残念に思

っております。

最近の投票率低下についてどう思うかというこ

とでございますが、私らの選挙の直前にありまし

た豊中市長選挙は、さらに１０％ぐらい悪くて、

２６．数％ということでございました。泉南が３６

％強。我々も選挙しておりまして、投票率はどの

ぐらいかなという我々なりに予測もしたんですが、

その反応からしまして３０から４０の間ではない

かという予想をしておりました。その間に入った

ということでございますけども、特に最近全国的

に国政にしろ、地方選挙にしろ、投票率が下がっ

ていく傾向にあるというふうに思います。

先般の泉佐野市議会議員選挙も、あれだけ激し

い選挙でもあったにもかかわらず、その前よりも

下回ったという結果が出ております。これは大変

憂慮すべきことだというふうに思っております。

２時間の時間延長もされたんですけれども、それ

にしても投票率が下がり続けているというのは、

やはりどこに原因があるのかというのは、やっぱ

り十分吟味する必要があるんじゃないかなという

ふうに思っております。

それと、対立者との差についてどう思うかとい

うことでございますけども、これもお答えしまし

たように、市長選挙、特に今回は２人の候補者と

いうことでございまして、１対１の選挙というこ

とでございますので、その率からすればこういう
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結果じゃないかなという感じは受けております。

決してもっと開くとか、そんなことは私ども選挙

をする以上は１票でも多く勝たせていただくとい

うことでやるわけでございますから、こういう感

じかなという感じは受けております。

それと、後援会と役員との関係ということでご

ざいますが、あくまでも個人で後援活動をしてい

ただいてるわけでございますから、それはどなた

であれ、市民団体の後援会でございますから、そ

れでいいんじゃないかなというふうに思っており

ます。それから、フライング云々の話が出ました

けども、これについてはよくわかりません。

それから人事異動、特に秘書課長の人事異動と

いうことでございますが、秘書課長に限らず、長

くその部署におられる職員については定期的に異

動するという考えでございます。したがって、前

の秘書課長も相当長かったということもございま

して、異動をしたということでございます。

人事異動については、当然人事課があるわけで

ございますし、総務部があるわけでございますか

ら、そこで原案をつくるということでございます。

それによって私どもの方に上がってまいりますの

で、もちろん幹部職員については相談も当然ある

わけでございますけども、その中で判断をしてい

るということでございます。

それと、議会の会派との関係ということでござ

いますが、これは以前にもいろいろお話もいただ

いておりまして、私も３期目ならしていただいた

ということもあって、この前もちょっとそういう

機会を設けさせていただきましたけども、そのと

きに申し上げたのは、今後我々の方もいろいろで

きるだけ意思の疎通を図るためにお話し合いをさ

していただきたいと。できれば各会派ごとにさし

ていただきたい。

ただ、順番はもう都合によって変わるというこ

とは御了承いただきたいということと、それから

各会派の方からもまた御提案いただいて、何かあ

れば申し出いただきたいということを申し上げた

ところでございます。この点については、今後で

きるだけそういう形で意見交換なり、あるいはそ

れぞれの会派のお考え等も聞かせていただけたら

と、このように考えているところでございます。



それと、行政の長という立場と政治家という立

場についてどう考えるかということでございます

が、当然市長というのは行政の長であるわけであ

りますから、当然その行政の範囲内で物事を考え

るというのが根本でございます。ただ、その中で

政治的な判断をするという場面も当然あるという

ふうに思っております。ですから、それはその時

々で判断をしてきているわけでございます。

したがって、これは二面性を持っておりますの

で、どちらが出過ぎてもいかんというふうに思い

ます。ですから、あくまでも行政の長であるとい

うのを基本にしながら、一定その中で、それをそ

の中での一定の判断の中で政治家としての判断と

いうものはあり得ると、このような関係だという

ふうに考えております。

それと、いつも対話ということを言っているけ

れどもということでございますが、私も常々そう

いう考え方でございまして、市民の方とは時間が

あればお会いをさしていただくと。あるいは、私

の方からも出向いていろいろお話もさしていただ

いております。伝子メール制度も私も何度か出て

行ってお話もさしていただいたことがございます。

テーマにもよりますけれどもね。そういう形で今

後ともできるだけ市民の皆さんとも対話ができる

ような形でやっていきたいと、このように考えて

おります。

それから、住宅３団地の方々とのお話し合いが

この前あったということでございますけども、こ

れは３月議会で私どもが家賃の問題で議案を出さ

していただいたときに、議長を初め議員の方々か

らもう一度この件について話をしてはどうかとい

うお話をいただきまして、３月にはそれを受け入

れさしていただいて、議案をおろさせていただい

た経過がございました。その後、５月に入りまし

て正副議長さんから正式に、一度場の設定をする

ので話し合ってはどうかというお話をいただきま

して、５月３１日だったと思いますが、お話をさ

していただきました。

その３月の経過が１つありますので、やはり我

々は家賃問題について、まずこれはやはり市民の

財産である公営住宅をお使いになっていただいて

るわけですから、家賃はお支払いをしてください
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ということを改めて申し上げました。入居者の方

々につきましては、この家賃を払うということに

なれば、現在行っている裁判の維持ができないと

いうお話がございました。したがって払うわけに

はいかないと、こういうことでございました。

一方では、建てかえについて補償の話を出され

まして、補償額をきちっと提示して納得すれば裁

判をおろすと、こういうお話がございましたけど

も、私申し上げましたのは、そうじゃなくて、私

どもは前からその話し合いをずっと継続してたわ

けですからね。そういうことにするということで

あれば、まず今行っておられる裁判というのはい

わゆる払い下げの所有権移転請求事件ですから、

それを取り下げていただきたいと。その上で建て

かえのお話し合いという形でさしていただきたい

ということを申し上げたんですが、それはできな

いというお話でございまして、残念ながら家賃問

題についてはすべて解決したら払うと、こういう

お話でございましたので、残念ながらもうそれで

一応終了したと、こういう経過でございます。

次に、景気対策ということでございますけども、

御承知のように、今、日本経済の先行きというの

は大変見通しがつかない状況でございまして、リ

ストラや雇用不安がいまだに国民に重くのしかか

っておりまして、個人消費も弱い、あるいはデフ

レスパイラルから脱却できていないというふうに

危惧をいたしております。

特に、この大阪の落ち込み――求人関係ですね、

非常に大きくて、有効求人倍率が０．２６と非常に

厳しい状況となっております。こういう中で、特

に雇用対策ということにつきましては、なかなか

こういう泉南市だけで行うというのは非常に難し

いわけでございますけども、我々はできるだけ市

内にそういう雇用を創出するような企業を誘致し

たいというふうに考えておりまして、特にりんく

うタウンを中心にそういう働きかけを大阪府とと

もにやっておりますし、優遇措置も講じてるわけ

でございますんで、これに今全力を挙げておると。

ただ、最近、真砂議員も御承知かというふうに

思いますが、値下げをしていろんなインセンティ

ブをつけたことによって、非常に動きとしては出

てきております。１件が昨年契約して今建築中で



すし、この６月にも１件契約ということでござい

ます。したがって、徐々に動いてきておりますし、

まだ表面に出ておりませんが、いろんな問い合わ

せなり、そういうのが出てきておるというふうに

も聞いておりますから、何とかこの際大阪府にも

いろんな相手側の条件も含めて受け入れる形で、

このりんくうタウンの活性化に努めるようにとい

うことを申し上げてるわけでございます。

したがって、我々は特にりんくうタウンについ

ては、用途――失礼しました。用途までは時間が

かかりますので、用途まではいかなくても土地利

用の見直しですね。これは現用途の中でも法的に

は十分可能でございますから、それをまずやるよ

うにということを申し上げております。それと、

定期借地権等ですね。分譲だけにとどまらず、定

借なりそういうものを導入して、できるだけ初期

投資を少なくして進出しやすいようにしていただ

きたいということを申し上げているところでござ

います。

大阪府もその方向で検討されてるというふうに

お聞きをいたしておりまして、府の９月議会前後

までにその方針を出したいと、このようなことで

ございますので、その意に沿う形の方向になるの

ではないかというふうに期待をいたしてるところ

でございます。

また、本市におきましては商工会と連携を図り

ながら、廃業や休止した工場の活用方策の一環と

いたしまして、泉南市工場用地ライブラリーとい

う、仮称でございますが、そういうものを設置を

していきたいというふうに考えております。近々

にも市の広報等を通じましてＰＲをして、その希

望者といいますか、登録の呼びかけをしたいとい

うふうに考えております。

その登録者が一定集まりましたら、市と商工会

と協議をいたしまして、商工会のホームページの

方でそれを発信するという形にしていきたいとい

うふうに考えておりまして、商工会と今お話し合

いをさしていただいて、おおむね了解と、お互い

に了解というところまで来ております。ですから、

少しでも内陸部のそういう工場跡地、あるいは工

場の建物があってもあいているということについ

ての活用についてＰＲをしていきたいなと、この
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ように考えております。

それから、農林、漁業関係ということでござい

ますけども、泉南市は大阪府内でも大変有数な農

業生産の高いまちでございます。泉南ブランドと

いう話も出ましたけれども、ミズナスとか、ある

いはタマネギももちろんでございますけども、フ

キとか切り花として泉南ブランド、泉南中野わせ

という中野さんの登録された品種のブランドもご

ざいます。

ですから、そういうものを全国的にやっぱりＰ

Ｒしていく必要があるということで、認定農家制

度もかなりの方に泉南市は登録をしていただいて

おりますので、農業については非常に活発に活動

していただいているのではないかと。我々として

は、その農業基盤の整備によってバックアップを

していきたい。ため池、水路、あるいは圃場整備、

こういう形で今事業を行っているところでござい

ます。

林業については、残念ながら林業でなかなか生

活を維持するというのは非常に困難な状況かとい

うふうに思っております。ただ、かなりの方々が

林業の中で生活を営んでいらっしゃいますので、

今後はむしろ観光林業的な形、紀泉ふれあい自然

塾の中でもそういうことを計画しておりますけれ

ども、そういう形での経験を持たれたノウハウの

ある方々の人材活用も含めて考えていったらどう

かなというふうに考えております。

漁業については御承知のように、泉南のアナゴ

漁を中心に非常に活発な活動をされておられます。

これも、ただとったものを売るということだけで

はなくて、地元でとれたそういう海の幸をできる

だけ多くの方に味わっていただくといいますかね、

そういう形、あるいは直販も含めてそういう場所

が必要だというふうに考えております。したがっ

て、これもできればりんくうタウンあたりで道の

駅的なものの物販等ができるようなものを考えて

まいりたいなというふうに考えております。

いずれにしても、農林水産業というのは一次産

業でございます。古くから行われていた根本的な

産業ということでございますから、改めてこれら

を見直す必要があるんではないかということで、

紀泉ふれあい自然塾あるいは農業公園等でこれら



の活用も図ってまいりたいと、このように考えて

おります。

次に、教育関係ということでございますけども、

教育予算についての御質問でございますけども、

これについては我々の方も今ある教育施設という

のはかなり老朽化してる部分がたくさんございま

すので、これの維持管理あるいは補修、あるいは

大規模改修ということが大きな課題だというふう

に思っております。

今回の１４年度のこの６月補正予算を可決いた

だきますと、教育費については総額２３億２，６４

８万円ということになりまして、一般会計予算総

額の１１．６％になります。一番多いのは民生費、

それから土木費、その次が教育費という順のウエ

ートになるということでございます。

特に、今回はＩＴ教育の関係で、中学校の老朽

化したコンピューターを一斉に入れかえるという

決断をしたわけでございます。これも大変なお金

が要る話ということで、財政、事務当局ではかな

り厳しい査定ということであったわけでございま

すが、市長査定の中で４校一斉に入れろというこ

とで予算化をいたしたところでございます。

したがって、内容によっては一般査定の範囲で

解決するものもありますし、もっと大きな視点で

とらまえるべきものもあるというふうに考えてお

りまして、それは市長査定という中で一定の判断

をさしていただいてるところでございます。

また、今回は、国の補助制度も活用するという

中でございますけども、学校図書館の専任司書の

配置とか、そういう形で充実を期してるところで

ございまして、今後とも教育というのは大変重要

な分野だというふうに思っておりますので、ウエ

ートを高めていけたらと、このように考えており

ます。

ハード面については、御承知のようにいろんな

制約もございますし、補助金をいただくというこ

とになれば、それなりの準備も必要ということも

ございますので、耐震の予備診断をやって一定の

振り分けをいたしておりますので、それが今年度

で一応幼稚園まですべて終わるということでござ

いますから、今後は整備計画というものを教育委

員会で早急につくるようにしていただくと、こう
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いうことになっております。

それから、適正規模・適正配置の問題でござい

ますけども、これにつきましては教育委員会の方

が審議会の方に平成１３年１０月に諮問をさして

いただきました。このときには、３歳児保育と幼

稚園の適正規模・適正配置という問題についてし

ていただいたわけでございます。この中では、答

申いただいてるわけでございますけども、都市化、

核家族化、地域の教育力の低下の中で幼児が多様

な人間関係を経験することの重要さ、さらにはそ

の人間関係を通して社会性、道徳性、倫理性を培

うことは、今日最も大切な教育課題であると。し

たがって、同一年齢児学級数は複数学級が望まし

いという答申をいただいております。

また、「幼稚園における園児の措置状況を踏ま

え、現有施設の有効活用を図り、本市における幼

稚園教育をより充実・発展させるためには、通園

距離、安全性、地域性に配慮し、適正配置や園区

の見直しが必要である」との適正配置・適正規模

に係る基本的な考え方が示されたところでござい

ます。

平成１３年１２月には、審議会答申を踏まえま

して泉南市幼稚園教育振興計画の策定を行うため

に、泉南市幼稚園教育振興計画検討委員会が設置

されました。近々、審議会答申の基本的な考え方

並びに検討委員会の協議を踏まえまして、教育委

員会におきまして適正規模・適正配置に係る具体

の振興計画が取りまとめられるものというふうに

考えております。

また、今後、今回も条例を上げさせていただい

ておりますが、校区問題についても見直す必要が

あるんではないかということで諮問をさしていた

だくということになっておりますので、これも今

後教育問題審議会の方で議論をいただきたいと、

このように考えているところでございます。

また、この学校の配置あるいは校区の問題と都

市計画との関係ということでございますけども、

この今の校区を設定された時期と、また今の時代

とかなり年数もたっておりますし、その間いろん

なまちづくり、新しい住宅もできたところもござ

いますし、新しい道路、いろんなものが発達、発

展してきておるという中でございますんで、当然



それに見合って一定時期ごとに実際見直すかどう

かは別にしても、校区問題について今が適正なの

かどうかというのは、やっていった方がいいので

はないかというふうには考えております。これは

むしろ教育委員会で議論をお願いしなきゃいけな

い部分でございますけども、私としてはそういう

感じをいたしているところでございます。

次に、合併問題ということでございますけども、

合併問題についてはやはり地方分権とのかかわり

が非常に深いと、このようにも考えております。

したがって、地方分権を推進するというためには、

自己決定、自己責任ができ、しかも行財政的にも、

あるいは人材的にもそろった、非常に足腰の強い

自治体にすることが必要であるというふうに考え

ております。そういう意味では、一定の規模、あ

るいは面積、それとか財政力というものも必要に

なってこようかというふうに思っております。

政府では約３，３００ある自治体を約１，０００に

という方針を出されておられます。市町村合併特

例法も２００５年３月の時限立法という形でいろ

んな、特に財政支援的な優遇策も講じられている

ところでございます。大阪府においてもいろんな

合併パターンを示されたところでございますが、

我々の方も、私は合併論者というふうに言われま

したけども、そういうことではなくて、合併をす

るかどうかというのは最終的にやはり市民の皆さ

ん、あるいは議会の判断が必要であるわけですね。

しかし、その合併特例法がある間に一緒に考え

ようというパートナーがあるとすれば、それは十

分議論をして、合併をした場合にどうなるのか、

プラスになるのかマイナスになるのか、あるいは

財政的にどうなのか、将来のまちづくりはどうな

のかということをきっちりと研究をして、そして

それを明らかにした上で議会あるいは市民の皆さ

んにも開示をして、その上で合併の方がいいのか、

あるいは単独のままでいいのかという選択をする

必要があるんじゃないかということを申し上げて

るわけです。

いたずらに何もしないで２００５年３月を経過

してしまって、もし――だんだんこれ、財政も厳

しくなっていくと思うんですね。将来、非常に厳

しくなったときに、じゃあのとき何してたんだと、
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何もしてなかったんじゃないかということになら

ないように、やはり十分その間に議論すべきだと

いうのが私の考え方でございます。したがって、

阪南、岬さんと一緒に考えようということに現在

なっておりますので、そういうことで大阪府のケ

ーススタディー調査もやっていただいたというこ

とでございます。

最近また少し動きがございまして、近隣の方か

らもいろんなお話も聞こえてまいりますし、私も

近隣の市長、町長さんの御意見もお聞きをいたし

ております。したがって、今の２市１町という枠

組みが今後変わってくるということもあり得るの

かもわかりません。これはもう少し時間がかかる

かというふうに思いますが、そういう中で真剣に

議論をしたいと。その上で一定の判断をしていく

べきではないかなと、こういうふうに考えている

ところでございます。当然、国の押しつけとかそ

ういうことであってはならないわけで、みずから

が選択をすべき問題だというふうに考えておりま

す。

それから、電子市役所に向けての取り組みとい

うことでございますけども、本年４月に大阪府及

び府内の全市町村が参画をいたしまして電子政府

に対応した電子自治体の実現に向けた共同取り組

み組織として、大阪電子自治体推進協議会が設立

をされました。協議会での共同取り組みといたし

ましては、迅速な文書交換を実現し、地方行政の

高度化、効率化を実現するための機密性の高い地

方公共団体間のネットワークを構築しまして、国

と接続した総合行政ネットワークにすべての地方

公共団体が平成１５年度までに参画することにな

っておりまして、大阪府内においては平成１５年

７月には大阪府域内ネットワークの構築を予定し

ているところでございます。

また、調査研究といたしましては、電子申請、

電子入札、ＩＣカードの利用などについて実施さ

れることとなっております。

本市の電子自治体への対応でございますが、今

回の補正予算において庁内ＬＡＮのケーブル敷設

について予算計上をしておりますが、情報通信の

基盤であります庁内ＬＡＮの整備を進めてまいり

ます。



加えて、インターネットを通じてメールができ

る環境を早急に整備してまいりたいと考えており

ます。また、本庁と水道庁舎、消防庁舎などの公

共施設間のネットワークにつきましても、今後順

次整備をしてまいりたいと考えております。

市長会でもこれを取り上げてるわけでございま

して、御指摘ありましたように、私、今年度総務

部会長ということで、大阪電子自治体推進協議会

の会長という形になったわけでございまして、積

極的にこれからＩＴ関係の取り組みについては進

めていきたい。私個人的にも、やはり今正直言い

まして泉南市は少しおくれているというふうに思

います。したがって、これをできるだけ挽回して、

先進市になっていくようにこれから一生懸命取り

組んでまいりたいというふうに考えているところ

でございます。

○議長（角谷英男君） 真砂君。

○２１番（真砂 満君） やはり１時間というのは

短いようですね。項目が余りにも多過ぎたのか、

時間が短いのか、ちょっとよくわかりませんが、

短いようです。残りがわずかでございます。

それで、再質の方は余りできないんですが、１

つ選挙の関係で評価というのは非常に難しいなと

いうのはわかります。ただ、壇上でも言いました

ように、このままで２０％、３０％の選挙が続い

ていくこと自身にやっぱり危機感をそれぞれに持

つべきなんですね。選挙を受ける側もそうですし、

選挙を執行する側もそうですし、投票する側もそ

うだというふうに思います。

やはりみんなが参加をする政治でなければいけ

ないわけですから、自分らのまち、自分らのこと

をそれぞれ代表を出してしていくわけですからね。

その辺でやはり荒治療みたいなものも必要なのか

なというふうに思いますし、根本的に考え直して

いく必要があるのかなというふうに思います。そ

の辺はここで議論してもなかなか出ませんので、

そのぐらいにしておきたいと思います。

それで、区長さんとの関係なんですがね、市長

がおっしゃられたように個人でされるんでしたら、

私も何ら問題はないというふうに思うんです。や

はり現実は違ってるというふうに思いますんで、

中には勘違いをされてる方もおられるんではない
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のかなというふうに思います。

この辺については市長みずからも、このこと自

身が得ではないわけだというふうに思いますので、

この辺は一定整理をある機会ですべきだというふ

うに思います。でないと、運用が間違ってますと、

やはり迷惑するのは区民でありますし、やはり広

い市民だというふうに思います。当然、候補者の

向井さんも迷惑だというふうに思いますので、こ

れは一定整理をすべきところで整理をしていただ

きたいなというふうに思います。

それと、人事異動の関係なんですが、おっしゃ

るとおりだというふうに思いますから、それはそ

れでいいんですが、申しわけないですけど、やは

り定期的にされるんでしたら、その年数にしたっ

て、回っていく配置にしたって、やはりある程度

適材適所というのは当然あるんでしょうけども、

突出するようなやり方はやはりいけないというふ

うに思います。何ら特段の理由があるのかなとい

うような、要らぬ誤解も受ける可能性もあるわけ

ですから、その辺については十分注意をすべきで

はないのかなという気はいたしております。

それと、住宅にかかわって市民との対話の問題

でありますけれども、今経過の中でおっしゃられ

ましたように、３月議会からの経過、それと５月

３１日の結果については議長の方から報告を受け

ておりますのでわかるんですが、私が言いたいの

は、なぜ議会が中に入ったという形で市長に議案

の取り下げを含めた協議をしたのかということで

すね。

やはり行政と市民が裁判なんかをしてもめると

いうのはよくないということの前提で、やはりも

っともっと話し合いをして解決の活路を見出した

らどうだということの中においてされたというふ

うに思うんです。

ただ、今答弁がありましたように、経過につい

ては市長が述べられたとおりでありますから、そ

のことは理解をしますが、私が望んでいたのは、

そのことを越えて向井市長がどのような判断をさ

れ、どのような話し合いをされるのかなという一

種の期待感も実はあったわけなんですが、どうも

形どおりといいますか、これまでどおりの主張、

お互いにこれまでどおりの主張で終わってしまっ



た。そのことについては非常に残念だというふう

に思いますし、それならなぜ議会が議案を取り下

げてまでそんな話し合いにしたのかということも、

逆に議会が問われてくる結果になったのではない

のかなというふうに感じております。

そういった意味では、経過なり主義、主張につ

いては議論しても、平行線なり、またいろんな議

論になろうというふうに思いますから、時間がご

ざいませんので避けますが、その辺について議会

の真意といいますか、そのあたり市長としてどの

ように受けとめられておられたのか、再度お聞き

をしときたいというふうに思うわけであります。

それと、教育の問題にしたって、景気の問題に

したって、ＩＴの事業にしたってそうなんですが、

やはり財政難の折でいろんな事業、あれもしたい、

あれもしなければいけない、これもしなければい

けないという事業が泉南市においてはたくさんあ

るわけですね。当然、向井市長もやるべき仕事と

いうのはたくさん抱えてるというふうに思うんで

すが、やっぱり昔から、前から言われてますよう

に、優先順位の問題だというふうに思うんです。

それと、やはり費用対効果をどう見て事業展開

をするんかということでありますよね。そういっ

た意味では、ほんとに農業公園なり墓地公園です

ね、そこらの費用と効果の問題、それとほかの事

業との兼ね合いの問題をどう整理をしていくのか。

私はその必要性があるというふうに思います。

特に農業公園で言わしていただければ、府がし

ていただいたふれあい自然塾、それと以前に手を

つけた市民の里、そして今回の農業公園。泉南市

の自然の中にある、自然の中で３つの事業がほん

とに必要なのかどうかです。それぞれ目的も違い

ますし、中身も違うことは理解をいたしますけれ

ども、今の泉南市の身丈にほんとに合ってるのか

どうかですよね。そこらをきちっと検証すべきで

あろうと思いますし、そのお金があるならば、ほ

かに回すべき事業がないのかどうかですね。そこ

らを考えるべきではないのかなというふうに思い

ます。

時間がありませんので、そこらでちょっと区切

って答弁をいただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 向井市長。
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○市長（向井通彦君） まず、５月３１日の話し合

いの場の設定の件でございますが、これは経過に

ついては真砂議員も十分御承知かというふうに思

います。あくまでもこれは３月議会の議案につい

て出てきたお話でございます。したがって、焦点

はそこでなければならないと私は思っております。

真砂さんもそういう考えだったというふうに思い

ます。したがって、それを前提にお話をさしてい

ただきました。

しかしながら、先ほど申し上げたとおりでござ

いますので、繰り返しは避けますけれども、そう

いう結果に終わりました。せっかく場の設定をし

ていただきましたけども、非常に残念に思ってる

次第でございます。

それと、投資の件でございますけども、農業公

園については、いきさつはもう前にも御説明申し

上げたんで避けるといたしまして、現状について

は１期、２期という形で分けたということが１つ。

それと、既に土地開発公社で用地を抱えておると

いうことでございます。今これをとめて、果たし

てどういうプラスがあるのかという部分もござい

ます。したがって、今回も用地の買い戻し――公

社からのですね、それをほとんど、あと補助のつ

く部分ですね、これをやっております。

それと、墓地公園の話もございましたけども、

墓地公園は先送りをいたしております。当面は火

葬場だけといいますか、そういう形で、葬祭場も

ありましたけど、葬祭場もちょっと先送りといい

ますか、とりあえずは火葬場だけという形で今ス

タートをしてるところでございまして、おっしゃ

るようにできるだけ歳出を抑制していくという方

向の中で見直すべきは見直していく必要があるか

というふうに考えております。したがって、今後

ともそういう姿勢で臨んでまいりたいというふう

に考えております。

○議長（角谷英男君） 真砂君。

○２１番（真砂 満君） せっかく住宅の皆さんが

傍聴にも来ておられますので、もう時間なんです

が、もう少し言及さしていただきたいと思います。

５月３１日の話し合いについては、当然家賃に

限定をして話をすると、これは大前提だというふ

うに思うんです。私も同じ考え方ですんで、それ



はそれでいいんですが、要はその問題を、例えば

家賃の問題に限ってでもいいんです。その問題を

本当にそれぞれが、市は市で、また住民さんは住

民さんの方で解決をするほんとに強い意思がある

のかどうかですよ。そこにかかってくると思うん

ですよ。払ってください、いや裁判の関係で払え

ません、そんなことを言うてたら、だれが中に入

ろうが、どうしようが一緒なんでしょう。そんな

ら答えは裁判でしてくださいということになるん

ですから。

要は、議会が申し上げたのは、行政も住民さん

もそんな裁判にかけてする、結果を求めるんでは

なくて、きちっと原点である話し合いの中で解決

ができる方策がないのかということでスタートし

たはずなんですよね。ですから、その払ってくだ

さいからやっぱりちょっと一歩出たところで話し

合いをしていただきたかったと思いますし、経過

がありますから、リンクする、リンクしないとい

う問題があるわけですよね。それはそれぞれの主

張はお互いにわかっておるわけですけども、その

ことも含めて離れんと、問題解決はできないわけ

です。

向井さん自身も、相手さんが何を望んでるかと

いうこともやはりきちっと向井さんの中では持っ

てはるわけですから、私はそういった意味では向

井さんが政治的な判断をする中で、結果を出せと

言うてるんじゃなくて、話し合いがなぜできなか

ったのかなと、その辺が非常に残念でならないわ

けなんですが、そこらについて行政マンじゃなく

て政治家として向井市長が判断できなかったのか

どうかですね。最後にお答えをいただきたいとい

うふうに思います。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私ども、家賃は住宅をお使

いいただいてる以上は払っていただかなきゃいけ

ないと。どういう経過があったにしろですね。そ

れはもう当たり前のことなんですよね。それと、

払い下げ、建てかえの問題とは別ですよというこ

とを一貫して申し上げてるわけですよ。だから、

今約２，０００万近い家賃が滞納されてるわけです

から、これをお支払いくださいと。一度になった

ら大変じゃないですかということを申し上げてる
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わけですね。

それと、建てかえか払い下げかという話、建て

かえでもいいよという話がありましたけども、補

償をきちっと出してくれたらという話がありまし

たけども、そういう話し合いをするならばそれで、

じゃ今その裁判を一方ではやられてるわけですね。

それは、その目的と違う目的の裁判なんですね。

だから、それは取り下げていただいて、その上で

話し合いということでどうですかということを私

は申し上げたんですよ。筋は通ってると思うんで

すよ。だから、私は筋は通ってると思うんですよ。

そういうことでございます。ただ、裁判をおろ

すということはできないと、こういうお話でござ

いましたんで、非常に残念だなと、このように思

っております。

○議長（角谷英男君） 以上で真砂議員の質問を終

結いたします。

これにて代表質問を終結いたします。

次に、日程第３、一般質問を議題といたします。

この際申し上げます。本定例会における一般質

問の各質問者の持ち時間については、その答弁も

含め１人１時間といたします。

これより順次一般質問を許可いたします。

まず初めに、１８番 成田政彦君の質問を許可

いたします。成田君。

○１８番（成田政彦君） おはようございます。日

本共産党の泉南市会議員の成田政彦です。

６月１９日、鈴木宗男議員が逮捕されました。

このことは、国会での追及と国民の世論がとうと

う政治悪をここまで追い込んだ重要な一歩前進で

す。鈴木議員逮捕の容疑は、行政処分を受けた林

業会社の依頼を受けて林野庁に口ききをし、見返

りに５００万円を受け取ったあっせん収賄です。

検察庁は、政治資金規正法で届け出があった金で

あっても、請託があり、口ききがあれば賄賂とし

て判断しました。とりわけ、これまで疑惑をかけ

られた自民党の政治家は多くの場合、これは政治

資金収支報告書で届けているのだから、何のやま

しいこともないと言って言い逃れてきました。今

後はこのようなことは通用しないということです。

このような中で、国会では今、共産党、民主党、

自由党、社民党が公共事業を受注している企業か



らの献金禁止の法案を共同で提出し、延長国会で

成立させるべく頑張っています。日本共産党は、

国会で真相と責任の究明を徹底すべく、その先頭

に立って頑張る決意であります。

市政においても、政治が市民の信頼を受けるこ

とが最も大切だと思います。市長は、昨日我が党

の松本議員の市長選挙の結果をどう思うか、また

本日の真砂議員の質問に対しても、自己への支持

については感想を述べたが、対立候補の６，５００

票の支持についてはなぜかはっきり言わないか、

もしくは避けました。市長への支持も全有権者の

２２％しかありませんでした。また、対立候補は

６，５００票ありましたが、このことについてはや

はり市民からの厳しい批判があったとして市長は

受け取るべきであります。今後４年間、市政に対

して市民が厳しい目で見ていくのは当然ではない

でしょうか。

私は、市民の立場に立って、大綱７点にわたっ

て質問します。

大綱第１点は、コミュニティバスの運営につい

てであります。

コミュニティバスの運行については、３年前の

９月議会で私が一丘団地から樽井駅へ行く南海バ

ス廃止に伴う市民の交通の便の確保のため、全国

各地で実施されてる高齢者などの歩行距離を考慮

して既存のバス停留所間がより短く、きめ細かい

サービスを提供するバスシステムとして、１、バ

ス路線のない不便地域の解消、２、高齢者や幼児

連れの人たちが安心して買い物や病院へ出かけら

れる交通手段の確保としてコミュニティバスの検

討を市に求め、ことしの２月よりコミュニティバ

スが運行されることになりました。

コミュニティバスについては、運行そのものに

ついて初めの一歩として評価できますが、市民の

間からもっと利用しやすいよう改善してほしいと

いう声が出ております。市民の間から出ている声

にどのように対応されるか、お伺いしたいと思い

ます。

大綱第２点目は、不況対策であります。

６月７日に政府が発表した２００２年度１－３

月期の国内総生産は前期比でプラスとなったと発

表しましたが、前年度２００１年と比較すると、
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マイナス１．３％のマイナス成長です。伸びたのは、

米国やアジアへの輸出拡大であって、不安定なも

のであります。景気を左右する国内総生産の約６

０％を占める個人消費は１．３％減となり、依然と

して日本経済は厳しく、同時に総務省が発表した

ことし１月から３月の完全失業者数の３５０万人

のうち、１年以上働いていない人が３人に１人に

も上っております。失業手当が打ち切られ、生活

苦にあえいでいるのが今の市民の現状ではないで

しょうか。

私は、市内の商工業者を初め農家については、

輸入手袋の拡大や農産物の増大で今や地場産業は

瀕死の状況です。市として不況及び雇用対策につ

いてお伺いしたいと思います。

大綱第３点目は、関西空港問題についてであり

ます。

国土交通省は６月１３日、関西国際空港の需要

予測について２００７年度時点の発着回数を年１

６万回より１３万６，０００回に下方修正しました。

このことは、当初２期工事を急ぐ理由とした２０

０７年度に処理能力が限界となるため、２本目の

滑走路が必要という根拠がなくなったことを意味

します。当然、２期工事の見直しが必要となりま

す。

我が党は当初から、第７次空整のＧＮＰの過大

見積もりに伴う需要予測の誤りを指摘してきまし

たが、そのとおりとなりました。自民党の幹部さ

え、むだな公共工事と言っている関空２期工事に

ついては中止すべきであると思うが、お伺いした

いと思います。

また、南側ルートについても当然需要は低くな

り、検討することさえむだと思うが、考えをお伺

いしたいと思います。

大綱４点目は、同和問題であります。

ことしの３月末に国の事業は終結しましたが、

市は依然として今年度も同和対策費及び人権の名

を使って同和教育費が予算化されています。人権

の名を使って行われている一切の同和対策、同和

教育は廃止すべきであると思いますが、お伺いし

たいと思います。

大綱５点目は、砂川樫井線の進捗状況について

お伺いしたいと思います。



大綱６点目は、幼稚園の統廃合についてであり

ます。

行革の名のもとに子供たちに犠牲を強いるのは

大きな問題です。統廃合についての考えをお伺い

したいと思います。

大綱７点目は、岡田地区都市公園への取り組み

と老朽化した西信達老人集会場の対応についてお

伺いしたいと思います。

以上です。

○議長（角谷英男君） ただいまの成田議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいまの成田議員の御質

問にお答えをいたします。

関西国際空港を我が国の国際拠点空港として整

備するためには、３本の滑走路から成る全体構想

の早期実現が不可欠であるというふうに考えてお

ります。当面、現滑走路に並行する４，０００メー

ルの滑走路等を整備する２期事業が円滑に推進さ

れることが求められております。現在、２期事業

も先般視察をいただいたように順調に工事が進捗

しているところでございます。

また、航空需要につきましては、昨年８月まで

は国際線の便数、旅客数とも前期を上回り、順調

に推移をしてまいりましたが、秋の米国同時多発

テロの発生によりまして大きく落ち込み、１１月

を底に回復傾向にはあるものの、１年間の実績と

いたしましては前年比９８％の１２万１，０００回

にとどまっております。

一方、国土交通省では第８次空港整備計画策定

のため試算した航空需要予測が同省の交通政策審

議会空港部会に示されまして、２００７年度の関

空の旅客数は国際線１，５８０万人、国内線７６０

万人で、総発着数１３万６，０００回と、今までの

１６万回から１５％下方修正されました。

これを受けまして、２期事業先送り論が新聞紙

上をにぎわせておりますけれども、本市といたし

ましては関西国際空港は激化する東南アジア各国

の国際拠点空港間の競争に打ち勝つためには、他

国並みに２本の滑走路の整備を一日も早く急ぐべ

きであるということ、関空は既に１時間当たりの

発着回数がほぼ発着枠の限界に達している時間帯

が発生していること、仮に供用をおくらせた場合
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生じる事業費等が関空会社の経営に与える影響か

らも疑問であると考えておりまして、今後とも関

係団体と歩調を合わせて、２００７年供用開始に

向け最大の努力をしてまいりたいと考えておりま

す。空港問題対策特別委員会委員長として、ぜひ

２期事業の推進に先頭に立ってお力添えを賜りた

いと存じます。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 私の方から、

コミュニティバスについてと、雇用対策について

御答弁を申し上げます。

去る平成１４年２月１日に運行開始しているコ

ミュニティバスは、現在１日当たり平均２４０人

の方々に御利用いただいており、市民の皆様、特

に高齢者や障害者の方々の外出の機会がふえたと

の声が寄せられているところであります。現在、

２台のバスが市内を循環する４つのコースを１日

にそれぞれ４便走っております。１コースの所要

時間が６０分でございますので、１台のバスが６

０分コースを８便、所要時間が８時間を受け持っ

て運行いたしております。

現在の運行便数をふやすとなると、ハード的に

もバスそのものの台数をふやす必要が生じますの

で、どうしても運行に要する経費的な問題が生じ

てまいります。さきの議会でも御答弁を申し上げ

ているとおり、１年間の試行期間を設けており、

その中で利用者の方々の御意見や御要望、あるい

は運行状況や実績も考慮し、先ほどの増便の件も

含め、財政面からの検討も加え、よりよい公共交

通システムをつくれるよう進めてまいりたいと考

えておりますので、御協力のほどよろしくお願い

を申し上げます。

続きまして、雇用対策についてでございますが、

代表質問の際に市長より御答弁がなされましたよ

うに、政府の景気底入れ宣言がなされたにもかか

わらず、日本経済の先行きについては見通しがつ

かず、今なおデフレスパイラルが続いていると認

識しております。そのため、ほとんどの業種で今

なおリストラが続き、雇用不安が重くのしかかっ

ております。しかしながら、この景気対策は１地

域で実施することは困難でございまして、政府に

おいてもこれまで緊急の雇用対策が実施されてき



たところであります。

この雇用対策の１つとして、公的部門における

緊急かつ臨時的雇用・就業機会の創出を図るべき

大阪府市町村緊急地域雇用創出基金制度がござい

ます。本市といたしましてもこの制度をフルに活

用し、一人でも多くの雇用・就業機会の創出に努

めるとともに、ハローワークともより連絡を密に

求人情報提供に努めてまいりたいと考えておりま

す。

さらに、雇用の創出への近道は新規の企業立地

であり、りんくうタウンにおいては、府と市の両

面で進出企業に一定の特典制度を設けるとともに、

現在商工会との連携で、仮称ではございますが、

泉南工場用地ライブラリーの設置に着手しており、

近く市の広報を通じＰＲし、登録者の募集と市や

商工会のホームページ等での活用を行い、１社で

も早く企業進出を促進し、雇用・就業の機会の創

出に努めてまいりたいというふうに考えておりま

すので、よろしく御理解のほどお願い申し上げま

す。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 関西国際空港に関する

件のうち、南ルートにつきまして御答弁をさして

いただきます。

この南ルートにつきましては、平成１２年度、

１３年度の２カ年にわたりまして国、大阪府、和

歌山県、泉南市、和歌山市、関空会社の６者が共

同して関西国際空港周辺地域交通ネットワークに

関する調査を実施いたしました。南ルートを含む

交通ネットワークが地域に与える影響について調

査、分析したところであります。この調査では、

南ルートが関西国際空港連絡施設の代替機能を持

った施設として１２年度調査で確認され、１３年

度では南ルートが周辺地域にもたらす社会経済効

果や広域交通ネットワークと一体的な整備を進め

ることにより、より一層の効果が得られることが

判明いたしたところであります。

一方、泉州９市４町で構成いたします関空協や

近畿市長会、岸和田以南の住民自治組織の５市３

町町会連絡会が南ルートの早期実現に理解を示し、

毎年関係機関へ要望活動を行っているところであ

ります。また、泉南、阪南、岬の商工会において
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も関西国際空港南ルート等早期実現連絡会を結成

されているなど、各方面で南ルートの実現に向け

ての動きが活発化しつつあります。

本市におきましても、１２年に大阪、和歌山両

府県の自治体５市８町により関西国際空港連絡南

ルート等早期実現期成会を設立し、整備に向けた

研修会の開催や中央要望など活発な活動を展開し

ているところであります。今後とも、空港周辺地

域や紀北地域の発展にとって、南ルートを初めと

する交通ネットワークの早期整備はぜひ必要であ

りますので、市議会の皆様方の御理解と御協力を

得ながら実現に向け努力してまいりたいというふ

うに考えております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 成田議員の同和問

題について、人権啓発についてを御答弁さしてい

ただきます。

国におきましては、平成８年の地域改善対策協

議会意見具申におきまして、差別意識の解消に向

けた教育及び啓発に当たっては、これまでの同和

教育や啓発活動の中で積み上げられてきた成果と

これまでの評価を踏まえ、すべての人の基本的人

権を尊重していくための人権教育、人権啓発とし

て発展的に再構築すべきと考えられると指摘し、

これを受けて人権擁護施策推進法を制定し、人権

擁護推進審議会を発足いたしました。

人権擁護推進審議会による「教育及び啓発に関

する施策の基本事項についての答申」では、主な

人権課題として、同和問題はもとより女性、子供、

高齢者、外国人など多岐にわたる課題を指摘し、

人権教育のための国連１０年と連携して人権教育、

人権啓発の一層効果的な取り組みを進めることを

提言しております。

また、日本国憲法はもとより、我が国がこれま

でに締結した国際人権諸条約、人権教育のための

国連１０年の精神を包括する形で一昨年の１２月

に人権教育及び人権啓発の推進に関する法律が制

定されました。この法律におきまして、人権教育、

人権啓発に関する施策の推進について国・地方公

共団体・国民の責務を明らかにいたしているとこ

ろでございます。



今後とも、人権教育及び人権啓発の推進に関す

る法律に基づきまして、本市におきましてもさま

ざまな機会を通じて市民の発達段階に応じて人権

尊重の理念に対する理解を深め、体得することが

できるよう全力を挙げて進めてまいりたいと考え

ております。

以上です。

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 成田議員御質問の

人権教育の廃止について御答弁を申し上げます。

人権教育に係る現況とか歴史的経過、現時点に

ついては先ほど人権推進部長の方で答弁をいたし

ておりますので、その部分は省かしていただきま

して、教育に係る内容について答弁を申し上げて

おきます。

同和教育、人権教育の目的といたすものにつき

ましては、御承知のとおり学校・園のあらゆる教

育活動を通じて幼児・児童・生徒がその発達段階

に応じて、人権及び人権問題に関する正しい理解、

認識を深め、主体的な思考力、判断力を養い、み

ずからの課題として人権問題の解決に取り組むと

ともに、社会の構成員として責任を自覚し、豊か

な人間関係や人権感覚を持って行動する民主的な

人間の育成にございます。

そういった認識に基づき、本市におきましても

大阪府教育委員会と軌を一にして平成１２年１２

月、人権教育の基本となる基本方針を策定いたし

ましたところでございます。また、人権教育にか

かわる現状の到達点につきましては、平成１３年

の府の実態調査からも明確にその必要性の根拠は

示しているものと、このように理解いたしており

ますので、御理解を賜りますようお願い申し上げ

ます。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 私の方から、成田

議員御質問の砂川樫井線の進捗状況と今後の対応、

そして岡田地区公園計画の進捗状況についてお答

えいたします。

まず砂川樫井線の進捗状況と今後の対応でござ

いますが、ＪＲ阪和線和泉砂川駅より一丘団地に

至る事業認可区間１，４９８メートルのうち、一丘

団地内の６００メートルにつきましては、既に暫
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定供用を行っております。また、平成８年度には

牧野地内で約１５０メートル、平成９年度には一

丘団地から尋春橋に向け約１４０メートル、平成

１０年度には同区間で約１００メートルの工事を

行っております。

本路線の長年の懸案でございました大型工場の

補償が平成１１年度に契約締結できたことから、

平成１３年度にはこの区間約３００メートルの工

事を行ってきたところでございます。また、本年

度は尋春橋より一丘団地側に向け約１７０メート

ルの工事を予定しているところでございます。

本路線は、新家駅前の交通渋滞の解消策として、

通過交通の分散を図る意味においても、市場長慶

寺砂川線とあわせて早期整備を図っていく必要が

あると考えております。しかしながら、一部の関

係地権者からの協力が現在のところ得られていな

いため、鋭意交渉を進めているのが現状でござい

まして、今後どうしても用地協力の進展が見られ

ない場合は、土地収用裁決ということも念頭に入

れまして、供用開始の目標年度でございます平成

１６年度を目指して事業進捗に努めてまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

次に、岡田地区の公園建設計画につきましてで

ございますが、西信達地区にはりんくうタウンの

近隣に居住する住民の利用に供することを目的と

した近隣公園としてのりんくう南浜公園がござい

ます。しかしながら、街区内に居住する住民が利

用できる身近な公園がないため、かねてから地元

より公園の設置要望があり、これを受けまして平

成１２年度に公園等の土地利用につきましての基

本計画を策定したところでございます。その内容

は、付近住民に憩いや安らぎを与える身近な街区

公園として、また防災的機能を備えた公園として

設置するための基本的な調査を行ったものでござ

います。

本年度は、都市緑地保全法の規定に基づく緑の

基本計画の策定によりまして国庫補助採択の手法

を検討していく予定でございます。今後とも早期

に整備が図れるよう努力してまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。



○教育長（亀田章道君） 成田議員さんの幼稚園の

統廃合についての御質問にお答えをいたしたいと

思います。

本市公立幼稚園の今後のあり方を示すものとい

うことで、平成１３年の１０月、泉南市教育問題

審議会で１２回にわたる審議の末、幼稚園教育の

基本的な考え方から始まりまして３点についての

答申を受けてございます。

１点目は、本市における幼児教育機関としての

市立幼稚園の今後の役割、２点目といたしまして

市立幼稚園の適正規模・適正配置について、３点

目といたしまして市立幼稚園における３歳児保育

への取り組みについてということでございます。

今御質問いただきましたいわゆる適正規模・適正

配置ということでございますけれども、これにつ

きまして、この答申を受けて幼稚園教育振興計画

の策定を行ったところでございます。

幼稚園におけるその３点の項目につきまして、

適正規模につきましては審議会からの答申におい

て、幼稚園の生活の大きな特徴というのは集団生

活を営む場であります。そういった意味から、市

立幼稚園における同一年齢児の学級数、これは複

数学級が望ましいということが示されております。

教育委員会におきましては、この方向でいわゆ

る検討委員会の方でも検討をいただいて、検討委

員会において、第１点目といたしましては、同一

年齢の学級数は複数学級が望ましいということ。

それから、２点目といたしまして、適正規模を根

底に置いて将来の園児数の推移、それから通園距

離、安全性、地域性等に配慮し、適正配置や園区

の見直しを図る。また、第３点目といたしまして

は、幼稚園全体や個別幼稚園の措置状況あるいは

キャパシティーを考え、現有施設の有効利用を図

ること等を基本的な視点といたしまして総合的な

検討協議を行って、各幼稚園の今後のあり方の方

向づけを行う、そういう形での検討がなされまし

た。現在、そういう方向で教育委員会で策定を考

えておるところでございます。よろしく御理解を

いただきますようお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 大田部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 私

の方から、岡田浦の岡田老人集会場について御答
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弁申し上げます。

名前は西信達老人集会場と申します。本市にお

きましては、老人福祉の増進を図るため、各地区

に順次整備し、地域の高齢者や老人クラブ会員の

方々に生きがいづくりの場を提供する施設として

活用されてきました。西信達老人集会場は、昭和

４７年度に整備をしており、昭和４０年代後半に

整備した６カ所の老人集会場の１つでございます。

ほかに、昭和５０年代には１４カ所と各集会場は

整備後の年数が長く、それぞれ大変老朽化してき

ておるのが現状でございます。

現在の財政状況からは緊急的な修理しか対応で

きておりませんが、地域の高齢者の皆様が快適に

利用できるよう、今後とも改修等に努めてまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願い申し

上げます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） それでは、再質したいと

思います。

まず最初に、コミュニティバスなんですけど、

私はこれを質問するに当たって、山回り、南回り、

中回り、北回り、全部乗りました。そのほか、住

民の皆さんにいろいろ意見を聞きました。その中

で出てきた問題点として１つ、このバスのバスそ

のものについては住民の皆さんから喜ばれとるん

ですけど、より一層利便性を持たせるということ

で、１つは私ども一丘団地から温水プールに行く

のに北回りを利用するとどうかというと、大体１

時間５０分かかると。砂川で乗り継ぎがあるんで

すけど、これも大体同じ時刻、１時間５０分近く

かかるという結果です。

それから、ＪＲの各駅と南海線の接続はどうか

と。このことも、私乗っていろいろ感じたことが

ありました。そうしますと、多分樽井と砂川の―

―この時刻表を見ても明らかなんですけど、樽井

と砂川では１日１６本、砂川、樽井を往復してま

すわ、南回り４つだけで。しかし、新家から樽井

へ行くには１日４本、それから西信達、岡田から

砂川、これは１日４本ということで、かなり地域

性があって、新家とか西信達地域ではＪＲの接続

が１日４本ぐらいしかないと。その反面、樽井、



砂川は１日１６本、あるいはまた南海バスも走っ

とるんですから、かなりそういうコースについて

もやっぱり考えるべきではないかと私は思います。

それから、停留所についてなんですけど、普通、

全国的に言われてるのは、これは各地のミニバス

もそうなんですけど、大体２００メートルに１カ

所、停留所を全国的に設置しとるというのが常識

であります。

そういう点から見ると、非常に停留所について

距離が長いということで、市に出された要望書に

よると、ゆっくり走ってほしいという要望がある

んです。僕、これは感じました。やっぱり長い距

離走るから、ドッとドッとスピード上げて走って

いくんですわ。それで、停留所も長いから、短く

ないから、樽井の駅を発進してシューッと走って

いくような感じで、やっぱりそういう点ではお年

寄りの人にとっては、満員になった場合は非常に

つらいだろうという気が私はいたします。

停留所について、２００メートルに１カ所とい

うんですけど、例えば樽井から立って総合福祉セ

ンターまで行きますわね。あれ、４００ぐらいあ

るんと違いますか。そうすると、樽井のライオン

ズマンションと砂原住宅がありますわね。常識か

ら考えてあの辺に１カ所持たないと、普通２００

メートル高齢者にとっては必要ではないかと私は

思うんですけど、そういう点について、停留所の

要望が、市に出された要望書を見ると、新しくバ

ス停を設置してほしいというのが圧倒的ですわ、

これ。

多分、僕、山、南、全部回ったんですけど、こ

れは忙しくて、停留所が少なくて、なかなか大変

ですわ。だから、集落から出てくる高齢者の人は

歩いとるうちにバスが行っちゃうと。多分そうだ

と思いますわ。準備をして、１時間ぐらい前から

停留所へ行かないと乗っていかれんと。多分そう

じゃないかと。それで、乗りおくれたら半日待た

なあかんと。これが現状で、それが今のバスの現

状ではないかと思うんです。だから、よっぽどゆ

っくり医者に行く人とか、ゆっくり市内に行く人

――勤労者の場合はほとんど乗らないと思うんで

すけど、時間と余裕のある人が乗るような気がい

たします。

－７７－

それから、山の手の方なんですけど、金熊寺を

ずうっと上へ行ったんですけどね、ここは非常に

厳しくて、余り乗る人はなかったんですけど、山

の手についてはやっぱり愛知県の江南市がやっと

るようなコミュニティタクシーですね。やっぱり

そういうのが適正ではないかと。同じやるには、

そういうのが私は必要ではないかと思います。

それと、もう１つは、これは僕の考えなんです

けど、赤字のバスいろいろ収入があるんですけど、

バスの中の車内広告が全然なくて走っとるもんで、

市内の企業に募集して、ちょっと車内広告なんか

をとってやったら、もうちょっとは収入になるん

じゃないかと私は思ったんですけど、その点はど

ういうふうに考えとるのか。

以上の点について、市の考え方をお伺いしたい

と思います。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 先ほども御答

弁申し上げましたように、あくまでも１年間の試

行期間ということでございまして、要望もたくさ

んいただいております。議員さん御指摘の停留所

等の要望、また増便の要望等も承っておりますの

で、これはあくまでも試行期間ということで、そ

の要望を精査して今後とも検討を加えてまいりた

いというふうに考えております。

また、車内広告の件でございますが、これにつ

いても今のところちょっと検討もしてないんです

けども、今後検討してまいりたいと思います。

また、コミュニティタクシーにつきましては、

現在本年２月からコミュニティバスを運行開始し

たところでございますので、このコミュニティバ

スの充実をより図ってまいりたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いを申し上げた

いと思います。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） あんた、そしたら具体的

にそういう責任者にあるんだから、ここにコミュ

ニティバスに関する要望一覧表、７項目てわかる。

どんな要望で、新しくバス停を設置してほしいと

いうのは、市民はどこのバス停を設置してほしい

と。１５カ所出とるんですわ、市に要望。市民か

ら例えばライオンズマンションの横につくってほ



しいとか、それから新家のもうちょっと山手にも

１カ所つくってほしいとか、具体的に市民の間か

ら市に対して要望が出とるんです。それはどこと

どこね、１５カ所あるんですわ。それから、バス

の便数をふやしてほしいというのも４件あるんで

す。だから、どのコースをふやしてほしいのか。

そういうのを把握されてますか、具体的に。

それと、もう１つ市民の方から聞いたんですけ

ど、いわゆるバスの時刻表を、樽井駅出て、シュ

ーッと何か線引いたやつと、それから１から４１

のバス停と、それからその下にコース別のやつ出

とるんですけど、お年寄りは３回見なあかんです

わ。１、２、３、それで４１カ所見て、コースが

複雑だそうです。あのチャーと線が引いてあるの

が、地図が。なかなか理解できないということを

私言われました。

僕もそれ見て、僕は市のこれで乗ったんですけ

ど、確かに地図の書き方はちょっと複雑で、隣に

南海バスがあるんですわ。南海バスの方は、１号

路線、金熊寺行き、それでバス停がずうっと箇所

が載ってる。あれはわかりやすいですわ。南海バ

スのように金熊寺方面で、ずうっとバス停書いと

いたらすぐわかるんだけど、なぜあんな複雑な方

式を言うとるのか。

僕は提案したいんですけど、路線が４つあるん

ですから、１号、２号、３号系統で――これ大阪

市内はそうなってますわな、系統別。それで、金

熊寺、新家方面と、こうなってますわ。もうちょ

っとわかりやすく、あれも市民に親切にしてない

掲示板じゃないかと僕は思ったんですけど、これ

はちょっと提案として、バス停のあの案内板はも

っと親切な案内にしてほしいと思うんですけど、

これはすぐいけるんと違いますか。何も１年間試

行錯誤、市民の意見を聞いてやるんじゃなくて、

すぐあれはやってもいいと思いますよ、たくさん

の人が乗るんですから。その点どうですか。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 先ほどの苦情、

要望を把握してるんかということでございますが、

バス停の設置の要望につきましては、男里地区サ

ザンコースト前、新家地区新家公民館前、新家地

区ルナりんくう団地内、幡代桜ケ丘の下の開発の
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団地、岡田大発団地前等、要望を受けておること

を承知いたしております。

また、先ほどの地図の件でございますが、今後

ももうちょっと研究さしていただきまして、より

よい見やすいふうに変えていきたいというふうに

考えております。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） さっきの要望書のこれ、

当然だと思いますわ。多分、僕が感じたことは、

新興住宅の――上の方は、新家やあっちは新興住

宅の真ん中ダーッと通っとるんだけど、樽井方面

とか岡田地区は新興住宅があるんですけど、そこ

を通らないんですわ。だから僕、南回りについて

はかなり住民の人については乗りにくいんじゃな

いかと。岡田も、大発団地は特に当然ですわね。

人口密集地は、やはりなるべく寄るべきだと私は

思います。

次に、不況問題についてお伺いしたいんですけ

ど、時間もあれで簡単に。

泉南市は、地域振興対策事業報告書ということ

でここに平成１３年２月の報告書が出てます。市

長は先ほど真砂議員の質問に、いろいろりんくう

タウンの問題とか、それから企業のああいったと

この問題とかいろんなことを言われました。しか

し、本来は今泉南市で頑張ってる、厳しい中で事

業を行っとる、そういう人たちに私は今市が手を

差し伸べるべきではないかと思うんです。

市長の話を聞いとると、ちょっと薄っぺらな感

じがしたんです。市長は多分、地域振興対策事業

報告書は読んどると思うんです。この中に、アン

ケートを見ますと、二、三年前と比べて現在の状

況はどうかというと、７０％以上が減少しとると

か、それから受注単価はどうかというと、６０％

以上は低下しとるとか、それからほとんどが受注

減少、非常にこれを読んでも悲鳴が聞こえます。

それで、現在の資金調達状況はどうなっとるか

というと、もう全体の４０％の人が民間金融機関

は困難、借り入れは困難、こういう厳しい状況の

中で仕事をしとると。それから、当面の経営上の

問題は何だというと、売り上げ、受注の低下、こ

れが大きいと。それから、借入金の返済が困難だ

と、そういうことを言うております。



しかし、その反面、経営上の重視はどういうこ

とをやるかというと、新規受注先の開拓というこ

とで、非常に厳しい中でも、泉南の経営者は頑張

っております。そういう人たちに、りんくうタウ

ンも結構です。私は結構だと思いますけど、現実

に一生懸命頑張って税金を支払っとる、こういう

泉南市内の業者の方に市はもっと私は手を差し伸

べるべきではないかと思うんです。

そういう点で、これが出たからって新しい施策

がやられるかと思ったら、ことしの泉南市の予算

を見ると、前年度より減っとると、こういう予算

編成です。例えば、墨田区、大田区、東大阪市も

そうですけど、直接市の職員さんがこういうほん

まに業者さんの悲鳴、希望を聞くために１軒１軒

回って状況を把握して、その上で政策を立てて、

泉南ブランド、それも結構です、否定はしません

ですけど、しかし少なくとも市が一生懸命頑張っ

て受注先の問題についても真剣に相談に乗るとか、

それから資金の問題についても真剣に相談に乗る

とか、そういう問題にもっと予算を回すべきでは

ないかと私は思うんです。

そういう点で、市長はこの地域振興事業報告書、

これもう１３年の２月でしょう。もう１年以上た

っとるし、これがどのように生かされとるのか、

お伺いしたいと思います。

それから、もう１つ、国が実施してる緊急地域

雇用特別交付金事業についてなんですけど、これ

について、市からいただいた資料によりますと、

３カ年で７，０００万。臨時のやつなんですけど、

３カ年で７，６６８万、こういうことを市はやっと

るんですけど、特に平成１４、１５、１６年の３

年間の中ですべて泉南市民の雇用につながる、こ

ういうものでやはりあってほしいと思うんです。

特にことしの汚水升接続調査及びアンケート調

査事業、それからもう１つは図面資料などデータ

化システム構築事業、それから古代史博物館歴史

資料画像公開活用情報システム事業、これだけで

大体４，０００万近くあるんですけど、これは泉南

市の調査委託で、大阪の人に調査委託をしないん

ですね。泉南の市民に委託するのか、直接雇用に

つながるのか。そういうふうに役立ってるのか、

お伺いしたいと思います。

－７９－

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 先ほどのまず

緊急雇用の件でございますが、泉南市民とは特定

はされません。全国どこでもということで、特定

はされません。ただし、ハローワークを通じて雇

うということでございまして、泉南市域では特定

でございませんが、他の市町村におきましても泉

南市民の就業機会の均等が得られるということで、

雇用の創出につながるのじゃないかというふうに

考えております。

先ほどの商工の振興策でございますが、地域対

策事業報告書の件でございますが、先ほど申し上

げましたように、どのようなことをやってるんや

ということでございますが、まず既存製品の改良

や新規開発に試験・研究機関の活用、また支援に

有効な手段であるというふうに考えております。

それから、既存製品の改良や新製品の開発が多

いこと、製品の高付加価値化につながり、多少の

リスクは背負うことになるが、新しい市場への挑

戦となるということでございまして、今後とも私

どもはこの報告書を活用しながら、十分産業振興

に努めてまいりたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いを申し上げます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） ちょっと油谷さんね、僕

の質問に答えてないんです。私が言うたのは、こ

の平成１３年の２月に出した、具体的に市民の皆

さん、事業者の生の声が反映されとるこれを予算

として具体的にどのように取り組む、そういうこ

とをしとるのかということを私は聞いとるんです。

それから、緊急地域雇用特別交付金についても、

これは聞くところによると、別に泉南市が直接雇

ってもええということは聞いてますので、いわゆ

る下水の汚水升の問題、それから博物館の問題な

ど直接市が雇って、市に市民が雇用される、これ

は不況対策になりますわね。こういうふうに具体

的になっとるのかという質問をしたんです。それ

について、答弁になってないと思います。

それから、市長にお伺いするんですけど――そ

れも答えてほしいですよ。地域振興対策事業報告

には、具体的にこの市内の業者の声が、生の声が



反映されております。非常に新規受注開拓とかそ

ういう点で市がやるべきことはたくさんあるんで

す、ここに書いてあるの。

具体的に、やはりりんくうタウンもよろしいで

すけど、この書かれとる、提起も大分されてます

わな、ここ。泉南ブランドもちょっとあるんです

けど、そういう具体的に泉南市内の業者に対する、

やっぱり東大阪、あるいは墨田とか大田区のよう

に市の職員が直接出かけて調査し、生の声を聞い

て市の商工行政に反映させる、そういうことがこ

の不況の中に大変大切だと思うんですけど、その

点についてどう考えるのか、ちょっとお伺いした

いと思います。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 市内の業者さん、いろんな

業種あるというふうに思いますが、私どもはまず

商工会の方と連携をとっております。先般も総会

があったわけでございますが、その中で今後我々

市と、それから商工会の皆さんと定期的に今のお

っしゃったような産業振興あるいは今後のあるべ

き方向ということで協議をしていきましょうとい

う話がございまして、私どももそういう姿勢で臨

んでいきたいというふうに思っております。

それと、具体には以前からいろんな施策をやっ

ておりますが、なかなか市ですべてやれるという

ものではございません。ただ、商工会とは十分連

携をとりながら、市単独融資は余り利用がないと

いうことで、それは置いて、国民金融公庫融資に

ついての助成に切りかえていっております。これ

も一定期間を区切っておったんですが、延長して

ほしいというお話もございまして、それも延長い

たしておりまして、一番ニーズの高いその辺につ

いては非常に助かっているという声も聞いており

ますから、そういうことを今後とも商工団体と十

分協議しながらやっていきたいと、このように思

っております。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 先ほどのどれ

ぐらいの効果が期待できるかというようなことで

ございますが、構造改革の集中期間中の応急措置

でございまして、雇用期間が原則６カ月以内とい

うことでございまして、現下の厳しい雇用情勢を

－８０－

考えますと、平成１４年度で泉南市におきまして

は３９名が雇用されるということでございますの

で、一定の成果が期待できるというふうに考えて

おります。

○議長（角谷英男君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 次に、時間がないので、

空港問題についてお伺いしたいと思います。

先ほど、基本的な問題として、第７次空整とい

うのは日本のＧＮＰ、国民総生産を基調にして２

％ということで、大体１％で１０兆円と言われて

います。現状では、去年マイナス０．９％で、こと

しは１－３四半期で１．４％ですね。そういう点で、

もちろんこのＧＮＰというのは、すべての国民の

所得に係りますので、もちろん空港のそういう状

況は厳しく反映します。そういう中で１３万回、

これは国土交通省のかなり正確にシミュレーショ

ン出して計算出したと思うんです。それで１３万

６，０００回ね。

これが将来、２０年先どうなるかということは、

日本の経済状況を見ると、底を割ったとは言われ

とるんですけど、非常に厳しい状況やと。需要と

供給を見ると、関空の場合は非常に厳しいんじゃ

ないかと私は思います。そういう観点から、第７

次空整の２期工事の問題が出とるんです。

そういう点で、太田知事に言わしたら、需要、

供給は関係ないんやと、国策の問題で空港をつく

れと、こういうことを言うとるんですけど、そう

いう最初の根拠が崩れたことについて市長は、そ

れはそれと正直に認めて、それはそうだというこ

となのか。

それと、もう１つ、南側ルートの今度これ出た

んです。私、これ１冊読ませていただきました。

感想を言いますと、非常にちょっと誇大妄想的な、

ちょっと笑ったんですけど、そういう中身的な感

じもしました。この中の問題点を指摘しますと、

もちろんこの報告書は第７次空整を基調としてま

す。はっきりとＧＮＰ２％、これを基調とした報

告であります。だから、当然国土交通省の今回の

１３万６，０００回はここには入っておりません。

１６万回でこれは計算されております。

それを念頭に置いて、ここに書かれとることは、

１つは２０２０年までに高齢者が非常にふえると。



短絡的に言うと利用者がふえるということですね、

空港の。それから、婦人免許。働く婦人が４９％

になって、婦人が働きに出て、これも利用がふえ

ると。それから、第３番目に中国の人たち、現在

中国本土から来とる中国の人たちは、本土の人は

９．４万人です。それが１０年後には９２．７万人、

１０倍。その根拠として、ここ２０年、中国の国

内総生産は８％、ずうっと８％ですよ。

この間、朝日新聞に書かれてた報告書を読みま

すと、上海市に限って２００２年はＧＮＰ６％を

目指すと、こう書かれておりました。能天気な計

画を立てとるんですけど、それから安全性の問題

については、これは非常に率直に書いとります。

今の橋で大丈夫やと。ＪＲも南海もほとんど年に

１回、２回ぐらいで、それから交通事故もないと。

安全性においては、今の橋は非常に安全だという

ことをはっきり言うとります。

それから、最後に地震について評価しとります

けど、３０年、４０年に１回の地震については、

これは対応すべきではないかというんですけど、

もちろん例えば今南ルートをつくったとしても、

マグニチュード７、８ぐらいの地震が起きた場合、

多分２つの橋は倒れるか、とまるでしょう。そう

いう考えから見たら、この地震についても必要性

を唱えるんですけど、結局なぜかごまかしてそれ

以上言いません。

最後に述べとるのは、南側ルートで必ず利用者

がふえるには、大阪湾湾岸一周道路をつくれと。

それから、中国、四国、中部、これを通じる道路

をつくれと。そうすれば、非常に南側ルートは利

用価値があると。これは現在の公共事業の経過か

ら見て、政府はこんなことを考えるかどうか、僕

は疑問に思うんですけど、そういう結論に立って

最終的には何らわからへんのですけどね、読んだ

けど。何となくそういうふうな結論がここに書か

れております。

私が言えるのは、このデータの非常に非科学性

なんですけど、高齢者がふえたから海外旅行に行

くのかと。今の年金の状況を見ますと、今から２

０年後の高齢者の経済状況というのは、今の高齢

者の経済状況と私は違うと思うんです。今の６５

歳以上の人が年間７％以上は海外に行くというと

－８１－

るんですけど、実に２０年後は２０％が海外旅行

に行くという計算でこれは成り立ってます、南側

ルートは。だから、そういう経済的な問題とか、

絶対に行くという科学的な根拠は示されておりま

せん。

さらに傑作なのは、婦人の問題であります。婦

人の方は４７％みんな免許を取ると、みんな共働

きやと、だからこの人たちはすべて南側ルートを

利用するという根拠もありません。

最後に中国の問題なんですけど、中国は広大な

国であり、全体的に２０年先まで８％という――

中国は発展しとるんですけど、日本が現在マイナ

ス成長です。８％続いて、１０倍来るというのは、

これもちょっと疑問を感じるんです。ちなみに、

現在一番多く日本に来とる人たちは台湾、香港。

中国の人たちの約――台湾、香港の人が一番多い

です。本土の人はその後です。

こういう経済状況――多分経済状況はそうだと

思うんですけど、そういう点から考えると、この

関西国際空港……、非常にこの調査結果は苦労し

て、なぜ南側ルートが必要だという理屈を立てと

るんですけど、なかなか読んでも出てこないです

わ、ここには。結局、最後湾岸ね、そういうのに

終わっとるんですけど。

その点、市長、これ読んで、率直に市長、これ

読んで、２０年後に南側ルートが必要だというこ

とがこの結果から出てくるのか。今回、新しく中

国、婦人、高齢者、この人たちに需要があるとい

うことを言うとるんですけど、その点について、

僕は別に市長に率直に聞いとるんです、そのこと

を。市長、もちろん読まれましたね、全部。ここ

に書かれたことがどれだけ科学的根拠があるのか

わかりませんですけど、ひとつ感想をお伺いした

いんですわ、市長にこの。

○議長（角谷英男君） 向井市長。時間がありませ

ん。

○市長（向井通彦君） まず、最初の２期の問題で

すが、これは私はもともと２４時間対応の我が国

の拠点空港ということからすれば、もともとその

段階的施工をするというような、世界の経済の一、

二を争うような国がそういう形でやっていくのは

どうかなと。つくるのなら一遍につくった方がい



いんじゃないかという私自身の考えを持っており

ました。

しかし、段階的施工ということになりましたか

ら、今こういうことになってるわけでございます

けども、２期については太田知事も言われてるか

というふうに思いますが、これは本来やっぱり国

が、我が国、日本が世界に羽ばたく２４時間空港

ということからすれば、やはり早急に複数の滑走

路を有する空港でなければならないというふうに

思っております。もちろん、需要と供給という問

題がありますけれども、それも大切かというふう

に思いますが、そういうことでございます。

それから、２点目の南ルートの問題でございま

すが、データ的にはこれは１３年度でやっており

ますから、それまでのデータを使っているのは当

然でございまして、それはそれを使っていると。

それから、全体として、もともと言っております

ように、交通容量オーバーにはならないわけでご

ざいますから、非常にその位置づけというのはセ

キュリティーなり、あるいはリダンダンシーなり

と、あるいは災害拠点という形での位置づけと、

こういうことにならざるを得ないというのは前か

ら申してるとおりでございます。その中で位置づ

けをしていただいてるわけでございますから、私

どもは素直に読んでいただきたいと、このように

思っております。

○議長（角谷英男君） 以上で成田議員の質問を終

結いたします。

１時まで休憩いたします。

午後０時１分 休憩

午後１時 再開

○議長（角谷英男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、１９番 和気 豊君の質問を許可いたし

ます。和気君。

○１９番（和気 豊君） 議長から御指名をいただ

きましたので、第２回定例市議会一般質問を行っ

てまいります。日本共産党泉南市会議員団の和気

豊です。

第２回定例市議会に当たって、大綱３点にわた

り質問をしてまいります。

大綱第１は、行政改革についてであります。

－８２－

その１は、高齢者対策のあり方についてであり

ます。

政府は９９年から毎年、高齢者医療費の引き上

げを強行し、早ければ来年度から新高齢者医療保

険制度の創設でついに高齢者一人一人を扶養家族

から外し、被保険者として本格的な１割定率制度

の導入を図ろうとしています。老齢厚生年金の給

付額の引き下げ、それに加えて高齢者介護を措置

から契約に変え、保険料と利用料を徴収する。そ

して、来年度は介護保険料の引き上げをも考えて

います。

大阪府も国に倣って、老人医療助成制度の改悪

を９８年度から実施してまいりました。これ以上

の高齢者いじめはないというほどの負担増の中で、

高齢者の皆さんの暮らしと健康は大ピンチです。

こんなときこそ、泉南市が地方自治体本来の仕事

である安全、健康及び福祉を保持するとりでとし

ての役割を果たさなければならないことは言うま

でもありません。

ところが、市は国・府の高齢者いじめに追い打

ちをかける高齢者福祉の切り捨てを、財政危機を

切り抜けるためと称して目下大わらわで強行して

います。これが市長選挙での市長の公約の１つで

ある、行財政改革を推進し、健全な市政運営に努

める、のまさに中身ではなかったでしょうか。市

長は、なぜ市民の皆さんに行財政改革の中身を具

体的に示して選挙戦を戦われなかったのですか、

まずお伺いをいたします。

次に、介護保険の保険料と利用料の軽減につい

て。

さきの３月議会で市長は、余剰金を使えるめど

がつけば検討すると答えられています。検討の結

果を詳しくお答えをいただきたいと思います。寝

たきり老人介護激励金の廃止等、高齢者施策の廃

止についても我が党の松本議員に、市民ニーズに

沿って新たな施策展開を図っていると答えられて

います。私は、復活こそ市民の切実な願いにこた

える道だと思いますが、市長の見解をお示しを願

います。

その２は、障害者対策についてであります。

さすがに政府、大阪府も障害者には一歩下がっ

て、一気には廃止をせず、削減をしながら数年で



完遂するというやり方をとっています。しかし、

国が既に発表している社会福祉基礎構造改革では、

障害者の皆さんにまで国の責任で施策を遂行して

いくいわゆる措置制度を契約に変え、新たな負担

増を図ろうとしています。今や施策の切り捨ては

時間の問題です。このようなときだからこそ、障

害者施策の廃止や削減をもとに戻し、自治体本来

の仕事をして、最も厳しい条件に耐えられている

障害者の皆さんにこたえてあげるべきだと思いま

す。障害者給付金の今後のあり方について市長の

御見解をお示しを願います。

大綱第２は、公共事業についてであります。

その１は、市町村合併と公共事業についてであ

ります。市長は合併推進のメリットの１つに行財

政基盤の拡充により行政サービスにこたえること

ができるとしています。合併特例債の発行などで

大きな事業に取り組めることを言われているのだ

ろうと思いますが、市長はどのような事業を考え

ておられるのでしょうか。市長の選挙公約によれ

ば、農業公園の整備、マリーナや道の駅的な施設、

そして関空南ルート、紀淡連絡道路と大阪湾内連

絡道路、第２国土軸の整備などを挙げていますが、

市町村合併にかける夢あふれる公共事業というの

はこれらのものを指すのでしょうか。

市民が待ち望んでいる老朽校舎の改修や建てか

えはどうなるのでしょうか。市長の公約には、一

般的に学校施設の効率的な改築と修繕としか出て

きません。２００４年までを見通した中期財政展

望にも出てまいりません。まさに、市民の皆さん

や児童・生徒が待ち望んでいる老朽校舎の改修こ

そ、市政にとって緊急でかつ重点的な課題だと思

いますが、市長の見解をお伺いをいたします。

その２は、地場産業の現状と公共事業について

であります。

今、仕事がなくて困っている業種の１つに建設、

土木があります。中でも一人親方と言われる大工、

左官、タイル、塗装等の人たち、泉南市には数多

くおられますが、大変です。大手の建設会社など

の進出のあおりで皆目仕事がない。手伝いの仕事

が四、五日もあればいいといった状況です。この

人たちに仕事が回ってくるのは、地元の建設業者

の皆さんが市の仕事を受注できたときだといいま
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す。老朽校舎・幼稚園・保育所などの大規模改修

は、まさに地元に仕事と雇用を生み出すかぎでは

ないでしょうか。市の見解をお伺いをいたします。

その３は、待ち望まれている公共事業に築３５

年から４０年近い宮本、前畑改良住宅の改修があ

ります。サッシの窓枠の開閉ができないなど急が

れている事業ですが、１２年度は耐震診断で据え

置かれ、１３年度は公共住宅ストック事業を適用

するとして延ばされ、１４年度は予算の計上すら

なしとは、一体どういうことなのか。１５年には

改修後の住宅に入ってもらう。基礎部分のひずみ

から２８軒の皆さんが窓枠の開閉ができないと、

この間ずっと訴え続けてこられてきた問題でも、

３年間は暫定的な処理で我慢してほしいとお茶を

濁してこられました。居住者の皆さんへの約束は

どうなっているのでしょうか。激変緩和措置で家

賃を上げてことしで４年目。入居者を余りにもば

かにした話ではありませんか。経過をお示しを願

います。

その４は、砂川樫井線の供用開始についてであ

ります。

中期財政展望の中でも、またこれまでの議会の

答弁でも、２００４年度供用開始と位置づけられ

てきましたが、果たしてその見通しは立っている

のでしょうか。砂川駅前で和泉砂川停車場線への

接道はどうなるのか。地権者の協力は得られるの

かどうか。既に支障物件の補償などで３０億近い

財源をつぎ込んでいます。うち、起債は約６億６，

０００万円です。供用の見通しの立たない事業へ

の投資ほど今の財政危機の中、これほどのむだ遣

いはないと思いますが、財政への影響についても

お示しを願います。また、砂川中の池線から尋春

橋までの買収、工事見通しについてもお示しを願

います。

その５は、市場長慶寺砂川線の尋春橋までの供

用開始と国道２６号線までの貫通についての見通

しと、これまでの投資額、これからの事業費と財

政への影響についてもお示しを願います。

大綱第３は、同和更生資金貸付基金についてで

あります。

今議会に同和基金条例の廃止が提案されていま

すが、過日開かれた厚生消防常任委員会では、こ



の基金の８６．１％、５，３８０万円の資金がほぼ回

収不能になっていることが明らかにされています。

私は、この問題について５点にわたって聞いてま

いります。

その１は、なぜもっと早く貸付金の回収に適切

な対応がなされなかったのか。ずるずると５，３８

０万円を超える公金の回収を９年間も時効が来る

のを手をこまねいて待っていたのか、経過をお示

しを願います。

その２は、貸付件数、貸付世帯、完納者、そし

て未返還者と連帯保証人の数、そして連帯保証人

への督促をやってきたのかどうか。焦げつきを回

避するため、連帯保証人への働きかけの体制はど

うなっていたのか。

その３は、市長がこの焦げつきを知ったのはい

つなのか。貸し付けストップ、そして府から原資

の返済を求められてから以降、現在まで経過を時

系列的にお示しを願います。

その４は、条例では貸し付けを受ければ償還組

合への加入が義務づけられておりますが、償還組

合の実態がなくなっている１９７１年以降は、条

例に違反して貸し付けていたことになりますが、

果たしてそうなのかどうか。

その５は、府への返済。市がこうむる損失につ

いてどう対応されるのか。

以上５点についてお聞きをしてまいります。

質問は、以上であります。

○議長（角谷英男君） ただいまの和気議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） まず、１点目の市長選挙に

おいてもっと行財政改革の詳しいことを言うべき

ではなかったのかという御質問でございますが、

代表質問でも何人かにお答えしましたように、私

は率直に耳の痛い話もさしていただいております。

出陣式のときに来ていただいておれば一番わかっ

ていただいたんだというふうに思うんですけれど

も、その中で申し上げたのは、財政が非常に厳し

い。これは本市だけではありませんと。本市も含

めて地方財政というのは非常に厳しいということ

を申し上げました。その中で、行財政改革をさら

に徹底しないといけないということを申し上げま

した。

－８４－

その中で、これからの時代というのは、あれも

これも市でやってくれという時代ではないという

ことを申し上げました。その中で、市がやるべき

もの、あるいは市民の皆さんがやっていただくも

の、そして一緒に協働――最近はやりの言葉でご

ざいますが、協働するものと、こういう３つがあ

りますということを申し上げました。特に福祉に

ついては、個人的給付から施策への転換を行って

おりますということを申し上げております。その

中で、一定市民の皆さんにも御辛抱いただかなけ

ればいけない点がありますということを率直に申

し上げているわけでございます。

そういうことで、私としては選挙に際しまして

は率直に今の現状を訴え、またこれから行政にあ

る意味では過大な期待ということはできない時代

になってきてるということを申し上げたところで

ございますので、よろしくお願いしたいというふ

うに思います。（発言する者あり）ちょっと静か

にしてください。

次に、市町村合併と公共事業の今後のあり方と

いうことでございますけども、市町村合併につい

ては、１つは地方分権の推進という部分と、それ

から行政の効率化、そしてこれからのいわゆるモ

ータリゼーション等の発達によって一定広域的な

行政の推進というのは必要だというふうに考えて

おります。その中で、私どもとしても２市１町で

泉州南広域行政研究会をつくったところでござい

ます。

御指摘のその合併と公共事業のあり方というこ

とにつきましては、議員も十分御承知やというふ

うに思うんですが……（和気 豊君「知らないで

すよ」と呼ぶ）知らないんですか。わかりました。

それでは詳しく御説明申し上げますが、市町村

合併を行う手順、手続として、法定合併協議会が

必要だというのは御承知やと思います。それが設

置されますと、公式にその中で……（和気 豊君

「そんなこと聞いてない」と呼ぶ）いや、これか

ら言わないとわからないんですよ。この中で将来

の市町村建設計画というものをつくっていくわけ

です、この合併対象市町によってですね。その中

で今後のまちづくりの方向、あるいは具体にどう

いうものをつくっていくのかということを定めて



いくわけです。

今、我々そこまで至っておりませんか、そうい

うことはやっておりません、現在はですね。将来

そういうことになれば、当然市町村建設計画の中

でそれはやっていくということになっております

から、その中で明らかにしていくべきものだとい

うふうに考えております。

それから、先ほど公約の中でいろいろ……（和

気 豊君「合併の特例債の話抜けてるやないか」

と呼ぶ）。何がですか。（和気 豊君「合併特例

債の話、抜けてるやないか」と呼ぶ）……合併特

例債は、合併をして、その中で事業を行っていく

ときに特別な融資制度ですね、それがあると。そ

れは、今の非常に手厚いのは２００５年３月で失

効しますというものです。

今言われておりますような、その合併特例債を

使うとか使わないというのは、市町村建設計画の

中でこれとこれとこれをやりますよと。その財源

としてそういう特別な財源を使いましょうという

ふうに決めていくわけですから、今そこまで至っ

てない。和気議員に前から、どんどん、どんどん

先の話をされるということを言ってるんで、そう

じゃなくて今の時点でそれはお示しをすることは

できないということでございます。

あと、先ほど公約の関係でいろいろ言われまし

たけども、広域交通ネットワークの問題も言われ

ましたけども、これはそれぞれの事業主体がある

わけでありますから、大阪湾環状道路等、あるい

は湾岸線の延伸なんかですと阪高とか、そういう

事業主体があるわけですから、それは市の立場と

してできるだけ早くできるように推進していきま

すよということでございます。

道の駅的なことの話も出ましたけども、これに

ついては、御承知のように１億円のふるさと基金

というのは泉南市はまだ使っておりません。現在、

基金として残してありますから、それはもしそう

いうものを市の方でつくるとなれば、それの取り

崩し使用ということも１つ可能であると、財源的

にはですよ。実際そうするかどうかは別にして、

そういう裏づけとしてはあるということでござい

ます。

それから、学校等については、確かに老朽化し
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ておりまして、大規模改修も私の時代になって幾

つかやっておりますし、信達小学校の屋内体育館

も新設、建てかえもいたしました。まだ残ってお

る分はあります。それは今、幼稚園を含めて耐震

の予備診断をやっておりまして、改修する分と大

規模でやる分と一定のふるい分けをしております

から、その中で整備計画をつくると、こういうこ

とにいたしております。その整備計画によって順

次行っていくと、こういう方針でございますので、

御理解をいただきたいというふうに思っておりま

す。

以上です。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 私

の方から、行財政改革の高齢者対策のあり方につ

いてと、障害者対策のあり方について、そして同

和更生資金の関係について御答弁申し上げます。

まず、介護保険料、利用料の軽減のことでござ

いますが、まず保険財政の状況でございますが、

平成１３年度の保険給付費の決算見込みが１５億

５，１３３万円で、平成１２年度の１１億６，６３６

万７，０００円と比較いたしますと３３％保険給付

費が伸びております。このまま平成１４年度も推

移すると仮定いたしますと、ほぼ今年度の保険料

で賄うことができるわけでございますが、この４

月以降、介護保険施設の新設や介護医療施設への

転換が予定されておりまして、保険給付費が大幅

に伸びる可能性がございます。

一方、給付準備基金積立金は平成１２年度１億

３，１６５万円、平成１３年度５，３００万円となる

見込みでございまして、計１億８，４００万円程度

の準備基金積立金となっておりますが、今年度７，

０００万円の基金取り崩しを行いますと、約１億

１，０００万円の積み立て残額となります。この剰

余金の使途につきましては従前から検討課題とい

たしておりますが、平成１５年度以降の第２期保

険料については大阪府下各市町村において大幅な

伸びが予想され、保険料の上昇を抑えるためには

剰余金である介護給付費準備基金を取り崩さなけ

ればならない状況も懸念されます。

特に、利用料減免については減免に要する費用

が数百万円単位になるものと推定され、介護給付



準備基金を利用料減免の財源に充てることは現状

としては困難であると考えておりますので、御理

解のほどお願い申し上げます。

なお、保険料減免については、近隣市町に先駆

けて昨年１０月から第２段階まで拡大実施を行っ

たところでございますが、次期保険料の額も踏ま

えて、平成１５年４月をめどに減免対象件数や減

免内容の見直しを検討してまいりたいと考えてお

りますので、よろしく御理解のほどお願い申し上

げます。

続きまして、介護者激励金の関係についてお答

え申し上げます。

我が国は、世界に類を見ないスピードで超高齢

化社会を迎えようとしており、高齢者を取り巻く

情勢も大きく変化し、介護を社会全体で支え、高

齢者の自立を支援する介護保険制度が開始されま

した。本市においては、在宅高齢者施策の措置を

中心にしたものから、介護予防サービスや介護保

険制度を補完するサービスを２本の柱としてサー

ビスを提供するものへと、現下の財政状況を踏ま

え国・府の補助金を活用しながら在宅老人福祉施

策の再構築を図ってまいりました。

高齢者の置かれた状況は個々さまざまであり、

一定の要件を備えた方、すべてを対象とした個人

給付事業を見直し、既存のサービスを拡充して多

様な選択肢を用意し、その方に最適なサービスを

提供できるよう、今後も充実を図ってまいりたい

と考えております。よろしく御理解のほどお願い

申し上げます。

続きまして、障害者給付金の今後のあり方につ

いてお答え申し上げます。

昨年６月に策定いたしました泉南市新行財政改

革大綱実施計画書により、限られた財源や人員の

有効活用、また多様化する行政需要や新たな課題

に的確に対応するため、事務事業の整理合理化と

して個人給付的事業の見直しを行うこととなり、

担当部局としてその具体的方策を本市財政状況並

びに社会情勢の推移等を見定めつ検討してまいり

ました結果、障害者給付金については本年度より

毎年約３分の１ずつの減額を行い、１６年度には

廃止を予定いたしてございます。

また、その減額に係る代替施策としては、身体
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障害者等を対象とする相談支援体制の強化として

本年度事業化を予定しており、地域社会において

障害者の方々が気軽に個々のニーズに応じたきめ

細かいサービスを受けることができる体制づくり

の構築に努めてまいりたいと考えておりますので、

何とぞ御理解のほどお願い申し上げます。

続きまして、同和更生資金の関係について御答

弁申し上げます。

５点ほどの質問の内容だったと思いますが、な

ぜもっと早くから回収に努めなかったのかという

ことで１つの質問があったわけでございますが、

これにつきましては集金人が回収に努めておった

わけでございますが、平成９年度をもちまして集

金人がなくなったと、集金人を廃止したというこ

とから、それ以後回収をしておらなかったという

ことが１つの現状でございます。

それと、貸付件数の関係でございますが、貸付

件数につきましては、総額といたしまして１，３８

６件、金額に直しますと１億７，３０２万７，９００

円でございます。そして、返済済み額が８２８件、

金額に直しますと１億１，９２２万３，２００円とい

うことで、差し引き未納となっておりますものが

５５８件で５，３８０万４，７００円となってござい

ます。

それで、連帯保証人からの回収というんですか、

そういう質問もあったかと思いますが、これにつ

きましては連帯保証人から返していただいたもの

があるのかどうか、私どもの方での持ち合わせて

おる書類等では判断ができないということでござ

います。

それから、償還組合の関係でございますが、償

還組合の規約の起案というんですか、これにつき

ましては昭和４１年１月１８日に起案をいたして

ございます。

それから、それに伴いまして、償還組合への手

数料という形で昭和４１年度から４５年度まで償

還組合に対しまして報奨金を支払った経過がござ

います。それ以後、４６年度以降、償還組合の報

奨金を支払った記録がないということで、いつの

時点で償還組合がなくなってるのかということは

ちょっと定かでないということでございまして、

これにつきまして条例違反でないのかということ



でございますが、これにつきましても私どもの書

類の持ち合わせがございませんので、条例違反で

あるかないかということの判断はいたしかねると

いうことでございます。また、今後の対応といた

しましては、府とも協議をしながら整理をし、ま

たいただけるものはできるだけ徴収に努めてまい

りたいと、このように考えておりますので、よろ

しくお願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） 地場産業の現

状と公共事業について御答弁申し上げます。

日本経済は、今なお厳しい状況が続き、失業率

につきまして最悪状態であると言えます。特に、

中小企業の多い大阪はより厳しく、繊維産業が主

流の本市ではより厳しい状況で、先の見通しにく

い状況が続いており、リストラや廃業、倒産によ

る失業への不安が他人事ではなく、あすは我が身

では、との不安が市民生活に重くのしかかってお

ります。

また、御質問の公共事業の発注につきましてで

ございますが、市民生活環境部の立場といたしま

しては、雇用の問題を考えれば可能な限り地元業

者の活用を関係部にお願いをしたいところであり

ます。今後とも契約担当部であります財務部と連

携を密にするとともに、総合調整会議等の場を活

用し、庁内の有機的な連携を密にし、地場産業の

育成に努めてまいりたいというふうに考えており

ますので、よろしく御理解のほどお願い申し上げ

ます。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

○都市整備部長（楠本 勇君） 和気議員の御質問

の公共事業についてのうち、宮本、前畑住宅の老

朽住宅の改修と砂川樫井線の供用開始、そして市

場長慶寺砂川線の改修、この３点につきましてお

答えいたします。

まず、宮本、前畑住宅の老朽住宅の改修につい

てでございますが、昨年度に策定いたしました泉

南市営住宅ストック総合活用計画に基づきまして、

今後整備の推進を図ってまいりたいと考えており

ます。現在、本計画を踏まえまして、特に宮本住

宅の未改修棟における今後の整備方針につきまし
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て大阪府と協議を行っているところでございまし

て、今後地元との調整等を行い、基本設計に向け

鋭意検討を行っていく予定でございます。

また、整備を行うまでの維持管理につきまして

は、適正な施設管理に努めてまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。

次に、砂川樫井線の供用開始についてでござい

ますが、本路線の長年の懸案でございました大型

工場の補償が平成１１年度に契約締結できたこと

から、供用開始の目標を平成１６年度として事業

進捗を図っているところでございます。現在、未

買収地が数件残っておりますが、現在協力を得ら

れるよう交渉を進めておりまして、今後用地協力

の進展が見られない場合は、土地収用裁決という

ことも念頭に入れて、供用開始できるよう努力し

てまいりたいと考えております。

また、砂川駅前への接続の関係でございますが、

本路線は砂川駅前まで計画決定されておりますが、

事業認可につきましては、駅の大阪側の市道牧野

柳原線までとなってございます。また、砂川駅前

への接続につきましては、再開発が凍結されてい

ることから、他の事業手法を活用して駅前広場を

構築し、砂川樫井線と接続していきたいと考えて

おりますが、その間の時間差がございますので、

交通処理等につきましては警察と協議していく必

要があると考えております。

また、中の池砂川線から尋春橋までの工事の進

捗でございますが、約２７０メートルの区間につ

きましては、未買収地が数件ございまして、現在

協力が得られるよう交渉を進めているところでご

ざいます。今後、用地協力の進展が見られない場

合には、先ほど申し上げましたように土地収用裁

決ということも念頭に入れて、供用開始できるよ

う努力してまいりたいと考えております。

なお、昭和５０年度の事業開始から昨年度まで

の投資総額が約２９億円、また全線供用開始に伴

う残事業費は約５億５，０００万でございまして、

すべて中長期の収支見通しに含まれてございます。

次に、市場長慶寺砂川線の改修でございますが、

本路線につきましても砂川樫井線と同様、用地の

未契約者が数件ございますが、平成１６年度供用

開始を目標に努力していきたいと考えております。



未買収地は平成１３年度末で約７３０平米で、公

社保有地が５００平米となっており、未契約者の

方については協力を得られるよう努力してまいり

たいと考えております。また、総事業費は約１１

億６，０００万円であり、すべて中長期の収支見通

しに含まれてございます。

次に、尋春橋のかけかえについてでありますが、

ＪＲとの協議につきましては過年度より継続的に

協議を進めているところでございまして、基本的

なことにつきましては既に了解を得ており、年内

には詳細を詰め、来年度には工事着手の予定でご

ざいます。なお、橋梁部の工事につきましてはＪ

Ｒへの委託工事となります。

また、本路線につきましては、国庫補助採択が

得られるよう大阪府にこれまで要望を行ってきて

おりましたが、大阪府にも本路線の重要性を理解

していただきまして、国への要望を働きかけてい

ただいておりましたが、残念ながら昨年度は結果

的には不採択となったわけでございます。

なお、今年度につきましては既に内示をいただ

いてございまして、今年度より国庫補助事業とし

て事業を進めていくことにしてございます。

以上です。

○副議長（東 重弘君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 同和貸付基金の件で市長

に質問したんですが、原課からお答えになるかな

と思ってたんですが、原課からお答えないんで、

市長どうですか。この問題が起こってから以降の

経過ですね。市長がどの時点でお知りになったの

か。経過等も含めて時系列的にお示しをいただき

たいと、こういうようにお願いをしたんですが、

市長が知り得た時点についてお示しをいただけま

すか。その点だけで結構です。

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私が具体に知り得たという

のは、具体にまでいっておりません。こういう問

題があると。それで大阪府の方針が１３年度末で

できれば廃止と、条例を廃止ということについて

話がありましたのは、昨年の７月に担当より話が

ありまして、この条例の廃止の準備をするように、

それと一方ではその内容について調査をするよう

にということで指示をいたしました。
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１０月の人事異動によりまして、次長ですね、

兼務次長から専任次長という形で配置をいたしま

して、資料の整理に取りかかるようにということ

で指示をいたしまして、１つは未納者に関する資

料の確認とか、あるいは借受人の状況調査という

ことをするようにということで指示をいたしまし

た。

調査を原課の方でやっていただいてまして、こ

としの２月に完全な報告ではございませんが、中

間的な報告という形で先ほど部長が御答弁申し上

げましたような内容について報告を受けました。

ただ、その時点ではまだ調査中ということでござ

いまして、なおしばらく時間をいただきたいと、

こういうことでございました。

以上です。

○副議長（東 重弘君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） それじゃ順次聞いてまい

りたいと思いますが、せっかく御答弁いただきま

したので、後の方から質問してまいります。

市長ね、知り得たのは昨年の７月だと、こうい

うように言われました。これ、具体的に貸し付け

をストップしたのが６年からですよね、平成６年

から。もう西暦で言わんと日本式にやりたいとい

うように思うんですが、その時点から回収された

のが４００万。５，３８０万プラス４００万、５，７

８０万、いわゆる未回収だったんですね、その時

点では。もう貸し付けについては翌年７月に大阪

府が貸付金３分の２を返却してほしいと、こうい

うことで要請があったと。

その時点でこれだけの５，７８０万になんなんと

するいわゆる焦げつきに近いような額がありなが

ら、未回収のお金がありながら、このことについ

て、そして大阪府から具体的に市長会の同和部会

でのいわゆる同和担当主担者会議で要請があった。

これだけのいわゆる公金の未収がありながら、

担当課からこの報告を受けて、そして市長として

その回収についての下知を担当課にやらせる。あ

るいは担当課が先ほどから非常に体制上の問題で

問題があったような答弁をしておりますが、それ

ならば回収についての体制の強化、いわゆる連帯

保証人についてはほとんど当たった証拠もないと、

こういうように言ってるんですね。



いわゆる条例上の記載なんですよ、連帯保証人

をつけるというのはね。にもかかわらず、そうい

ところに当たっていない。体制上の不備からか、

そういう非常に問題のあることについて、市長が

問題を知らずに、そして当然下知もされないです

ね。こういうことが果たして許されるんだろうか

と、長としてね、そういうように思いますが、そ

の点についてはどうでしょうか。

本当に１３年の７月に初めて知った、こういう

ことなんでしょうか。額についても、その辺で１

３年７月以降から２月の中間報告までに鋭意こう

いう資料を取りまとめた。まさになってないじゃ

ないですか。一体、行政としてのあり方がどこで

きっちりと処理したということになるんですか。

全く放置をして、私先ほど冒頭で登壇の中で申し

上げましたけれども、まさに手をこまねいてずる

ずると時効を待ってたと、こういうように言われ

ても仕方がないんじゃないですか。どうなんです

か。

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） この貸付金の方針につきま

しては、１３年７月に条例を廃止していくという

方針について私も報告を受けたわけでございます。

それ以降、具体の中身について調査をするように

と。昭和４０年代から始まってるわけでございま

すんで、その間の調査をするようにということを

指示をいたしたところでございます。具体の数字

的なものについて報告を受けたのは、ことしの２

月と先ほど答弁したとおりでございます。

○副議長（東 重弘君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） それじゃ、市長の今の言

い方を聞いてますと、これだけ重要な問題――重

要やと思われますよね。思われますよね。いやい

や、重要でないんですか。これだけ重要な問題を

部下が市長に既に返還のお話が市長会で全体的に

出ておったにもかかわらず、それを整理もせずに、

７年ですよ、市長に話もなかったと。９年間ない

し１０年間それを放置しておったと。それじゃ、

この問題について全く市長は何やら桟敷に置かれ

とったということになるじゃないですか。どうな

んですか。こんなことが行政として果たしてあり

得ることでしょうか。

－８９－

それじゃ、その担当部課に対して、これだけ重

要な問題を市長に提起もせずに放置しておった。

処理について稟議書も上げずに、ただいたずらに

放置しておったと。そのことについてあなたはど

ういう対応をされるんですか、今の答弁だったら。

そのことも手をこまねいて、ああ、ああと、そう

やったんかと聞くだけですか。

今の話やったらそんなことで済まんでしょう。

ちゃんと部下に対する対応、あり方、いろいろあ

るでしょう。ああ、ああと聞くだけですか。２月

に報告を受けて、それだけでよかったんですか。

９年も１０年も前から大阪府から返還のお話があ

ったんでしょう。それを何も手をつけてやらなか

ったじゃないですか。そのことについてあなたは

どうされるんですか、それじゃ、今聞いたような

対応やったら。

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 事実経過を私は申し上げた

わけでございます。今まだいろんな形での所管の

委員会でも資料の提供とかいう形で御要望もいた

だいておりますし、そのまだわからない、なかな

か古い話でございますからわからない部分もあり

ますが、できるだけわかるような形で整理をする

ようにといって引き続いて今やってるわけでござ

います。ですから、それらについては今後とも実

態については明らかにすると。当然のことだとい

うふうに考えております。

○副議長（東 重弘君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 要するに実態について明

らかにすると。それこそ当然のことじゃないです

か。私は、これだけ重大な問題を、公金の不正取

り扱いをやってきた、そのことについてちゃんと

処理の報告が大阪府から出てるにもかかわらず、

それをあなたに上申もせずに放置をしておって、

初めて１３年の７月にあなたに報告をしたという、

こういう行政の機構のあり方から来る大きな問題

点、これについてあなたはどうされるんですかと、

その１点だけ聞いたんです。そのことに答えてく

ださい。何もほかのことを答えんでいいですよ。

僕聞いたのはそのことだけなんですよ。

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） その点については、今後こ



の問題をきちっと整理した段階で考えるというこ

とでございます。

○副議長（東 重弘君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 本当にだれが聞いてもお

かしな話だと。あなたが１３年の７月に初めて知

った。これは経過からいっても、大阪府との対応

事項である、原資を３分の２大阪府から入れても

らってる。その返還が出ている。こういうことに

ついてあなたが何も対応されなかった。報告も受

けなかった。だれが聞いてもおかしな話ですよ、

これはね。

まあ納得できませんが、それじゃ市長ね、ほか

の問題に移ります。

私、市長に、余剰金を使えるめどがつけば検討

すると答えられた。もう３月議会ですよね。まだ

湯気の立っている答弁です。このことについて、

余剰金は先ほど言われたように１億１，３００万ほ

ど残ってるんですよね。残ってるんですよ。それ

で、これはいわゆる取り過ぎた保険料から出てき

たお金なんです。余剰金なんです。きっちりと実

態調査をやってるとこでは、こんだけの余剰金は

出てきていない。

これは１２年、１３年、１４年、これにかかわ

っての保険料から出てきたお金なんです。１２、

１３、１４、予測も入ってますが、１億１，３００

万出てくるというふうに言ってる。これはワンサ

イクル、１２、１３、１４年の中で処理していた

だかなければ、１５年からはまた新たなサイクル、

国も介護保険料を上げると言うとる。これはまた、

それに見合う新たな対応を国・府との関係でやっ

ていかないかん。

これはこの３年の中で、スパンの中でワンサイ

クルの中で処理せなあかん問題なんです。それを

納得した上で、市長は余剰金が出れば対応すると

いう答弁をされた。長いことやったんです、これ。

一般質問で時間間に合わなかったから、議案の中

でやって、やっとそういう結論に達したわけです。

これじゃぶり返しじゃないですか。

調査した結果、あのときには額は明らかにされ

なかった。しかし、介護療養型病床群について９

０床プラス老健施設１００床、両方で１９０床で

きると、済生会のね。それで４億ほど要る。その

－９０－

うち財源不足になって取り崩さなければならない

のは６，０００万から７，０００万。１億８，０００万

からそれを引いたら１億１，０００万残る。これは

１５年度以降に回すんじゃなくて、このサイクル

の中でできたお金なんですよ。余剰金なんですよ。

この中で処理をする。そういうことで納得をされ

てあなたは部下にも指示して、適切な対応をする

と。

ただ、推進委員会に諮った上でという言葉は入

りましたよ。しかし、理屈からいえば、推進委員

会に市としての立場を明確にした上で、これはち

ゃんと使うべき原資なんです。利用料の軽減に充

てるべき原資なんです。利用料の軽減で、例えば

私が前々から提起しております在宅介護ですね。

ホームヘルパーの派遣事業ですよ。これを各市が、

２５％の市がやってるように、だんだん多数派に

なりつつあるわけですが、それ並みに３％にすれ

ば、もう既に１２年以前にホームヘルパーの派遣

を受けておられる方は３％でいってるんですよね。

新たな方が１０％になってるんです。それと同じ

ようにしたらどれだけの原資が要るんですか。こ

れは５００万なんですよ、わずか。

それから、先ほど保険料の問題で１０月から早

々とうちは先行したと、こういうふうに言われて

ますが、もうほんとに中身が貧弱。わずか三十数

人の人しか受けてないんですよ。ほんとに中身が

薄っぺらで、１００万の預貯金があったら受けら

れへん。１２０万の収入があれば受けられへん。

生活保護以下の方でないと、非課税世帯よりも以

下の人でないと受けられないような、まさに施策

があるけれども、受け皿のないような、適用がで

きないような厳しい中身になってるんですね。だ

から利用者がわずか３３人、こんな状況なんです

よ。

こんなものつくっといて、お茶を濁しといて、

ほとんどの人が落ち……、３３人――何人あれし

たんかな。１１人しかない、申請が。同じ数字で

すかね。それで、期待して出たところが非常に条

件が厳しいために、３分の２の皆さんがいわゆる

却下をされた。１１人しか１４年度は適用を受け

なかったんですかね。何かそういう数字が出てい

るんですが――申請件数が３３件ですわ。認定者



が１２件、不認定者２１件、７万４，２２０円が減

免額なんです。１人分の取り過ぎた保険料、この

ほぼそれと同じぐらいの額しか減免の適用ないん

です。

それから、６月１日になったら２６人が減免該

当者でふえている。両方合わせて３８人、そんな

状態なんです。それから６人がありますから、４

４人。こんなお粗末な保険料のあれをつくっとい

て、つくった、つくった。これがあなたの言うほ

んとに市民に優しい、市民サービスを徹底した市

政なのか、お聞きをしたいと思うんですね。

それで一方で、大変ないわゆる福祉の切り捨て

をやられている。先ほど、何かスクラップはした

けれど、ビルドでいわゆる新しい施策を立ててる

んだと、こういうふうに言われます。ちょっと資

料で申し上げますと、えらい数字になって申しわ

けないんですが、２，７００万ぐらい減額してるん

ですね。ことしだけで。この平成１４年だけで減

額の見込みなんです。

それで、砂川老人集会場が入ってるのがおかし

いんですが、ソフトの事業に何でそこへハードな

事業を入れてくるのかなと思うけれども、それを

除いたら１，９００万だと。２，７００万削っといて。

そして、その１，９００万のうち大阪府から約１，０

００万以上のお金が入ってくる。大阪府や国から

ね。全部大阪府の事業に乗っかってます。

先ほどの２，７００万というのは、これ全部泉南

市の原資なんですよ。市民の皆さんの純粋に血税

なんです。これを削っといて、大体９００万ぐら

いの仕事をすると。３分の１ぐらいの仕事をして、

それでビルドだと、こういうふうに言ってる。こ

れがあなたが言っている福祉施策の実態なんです

よ。高齢者福祉の実態なんです。

だから、もっと取り過ぎたお金は反省をして、

正直に利用者に返していく。こういうことをやる

べきじゃないですか。ちゃんと原資があるんです

から。その年度内に、ワンサイクル３年間の間に

処理すべき原資があるわけですから。なぜやらな

いのか。約束をされたんです。そのことについて

の下知も、あるいは下知した結果の報告も、これ

ではおかしいよと、できるじゃないかと、なぜあ

なたは言われなかったんですか。その点ちょっと

－９１－

お聞かせいただけますか。

○副議長（東 重弘君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） りんくうタウンに新しい施

設ができると。それに対する経費的なものがどの

程度かかるか、当初というか、この当初予算案の

ときにはわからんかったわけですね。今、大体、

これも見込みでございますから、このとおりいく

かどうかわかりませんけれども、７，０００万程度

という形で数字として出てきたところなんですね。

ですから、我々としては、やはりこの介護保険

というのは１つの保険事業でありますし、経営的

な立場であるわけでございますから、国保のよう

に一般財源をつぎ込むというようなことのないよ

うにしないといけないという立場に立っているわ

けでございます。現時点ではそういう数字が出て

きたということでございますから、あと若干積み

立て残額ということで残っておるわけでございま

すんで、これについてどうするかというのは、当

初３月議会でも御答弁申し上げましたように、推

進委員会の意見も聞きながら対応を考えていきた

いと、このように考えております。

○副議長（東 重弘君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 数字が明らかになったん

ですから、もう明らかにやるという立場でひとつ

お願いをしたい。

それから、市長ね、あなた何かいわゆる出陣式

ですか、事務所開きですか、何か私参加してなか

ったんで、それは当たり前のことであって、違い

ますからね、立場が。何かそのときに私言うた言

うけど、全戸におまきになった、これは選挙期間

中にまく法定上のビラですね、４月発行の。この

ビラの中には、行財政改革で市民サービスの向上

を図りますと、こういうようになってる。弱い人

たちを切り捨てるなんて書いてない、ここに。私

はそのことを言ってる。全戸に配布したビラです

よ、これ。

それで、あなたの選挙公報にも、あれはもう書

けないですから、その部分だけなんですね。何か

いいことのように市民はとっているわけです。わ

ずか２２％の――全有権者からいえば、得票であ

なたは市長におなりになった。このことを明らか

にしとったら、もっと私は支持が少なかったのに



なというふうに私自身は考えてるんです。もっと

正直に、つまびらかに中身を明らかにする機会が

あったらなあというふうに思っています。

それで、市長ね、本当に先ほど言われましたけ

れども、地方分権、市町村合併の問題ね。先々行

き過ぎやと。そやけど、あなた答えられてるじゃ

ないですか。メリットがある中の、メリットの１

つにあなたは建設事業債にも当たるような合併特

例債をもらうことによって事業ができるんだと。

それしか事業の原資はないじゃないですか。地方

交付税はどうですか。同じでしょう。いわゆる単

独やったら切り捨てられるおそれがあるから、だ

から合併すれば１０年間、交付税が切り下げられ

ずにいくと。交付税は一緒ですよ。

それで、結局建設事業をやろうと思えば、合併

特例債になってくるんですよ。ところが、合併特

例債は、それはこっちの資料ですと問題がありま

すから、市長が金科玉条に言われたケーススタデ

ィーね、これをこれから参考にしていかれると言

うんやけれど、この中に合併特例債の範囲がちゃ

んと書いてあります。合併市町村内のネットワー

クを強化する道路の新設、改良と。広域的なこと

にのみ、全市が共通して当たれる広域的なものに

のみ限ってこの合併特例債が使われるんです。

それじゃ、泉南市の課題である学校の整備、老

朽校舎の整備、それからいわゆる老朽住宅の整備、

こういうような問題については適用を受けられな

いんです。市長の考え方の中には、合併で行う事

業というのは、まさに合併特例債を受けてやる広

域的な、共通のネットワークでやれるような仕事

だけやと。これはまた積み残されるんと違うかと。

中間、中期財政見積もりの中にも、１６年までの

事業の中にもそれは載ってなかった。老朽住宅の

あれについても載ってなかった。

こういうほんとに市民が待ち望んでいるような、

そういうやつはどんどん先送りする。あるいは計

画の中にも入れない。そしてまた、福祉について

はどんどん切り捨てをしていく。そういうことで

いわゆる大型公共事業だけは優先と。ちゃんとあ

れには砂川樫井線、それから市場長慶寺線――砂

川樫井線はちょっと違いますが、なかなか先見通

しがまだはっきりしないような問題であるにもか

－９２－

かわらず、どんどん予算を投入する、起債を発行

する、借金をつくる、こういうことで、大型公共

事業ではどんどんこういうことはやっていく。も

うちょっと慎重にスパンを長くしてやっていかれ

ればというふうに思います。

そして、必要なところの施策に、本当にお年寄

りが待ち望んでいる、高齢者が国や大阪府の切り

捨てでほんとに困っている、こういう事業にこそ

お金を回すべきだ。子供たちが期待している老朽

校舎の改修にこそお金を回すべきだ。これは先送

りや、それから計画の中に入れない、こういうふ

うな姿勢ではなかなか、市長、本当に……

○副議長（東 重弘君） 和気君に申し上げます。

時間です。以上で和気議員の質問を終結します。

次に、１５番 堀口武視君の質問を許可します。

堀口君。

○１５番（堀口武視君） 大変眠い時間で、和気先

生の高度な質問に比べて愚直な質問でございます

けども、ひとつ御辛抱願ってお聞きをいただきた

いと思います。

２１世紀クラブの堀口でございます。平成１４

年第２回定例会に当たり、議長の指名をいただき

ましたので、通告に基づき一般質問を進めてまい

ります。

初めに、４月の市長選においては３選を果たさ

れた向井市長に、壇上より改めてお祝いを申し上

げます。ただ、選挙を通じて多数決にゆだねられ

るのが民主主義の原則とはいえ、３６％強という

余りにも低い投票率は、市政に対する政治不信の

あらわれなのか、あるいは市政に対し無関心なの

か、どちらにせよ我々市政に携わる者にとって、

よく分析をし、反省をしなければいけない材料だ

と思います。

我々２１世紀クラブは、泉南市の発展を願い、

一人でも多くの市民の政治的幸福を願い、情実の

ある市民本位の市政を目指し頑張ってまいりたい

と思います。市長におかれましても、大変厳しい

財政状況や社会環境の中での３期目ではございま

しょうが、市政発展のため頑張っていただきたい

と思います。

それでは質問に入らせていただきます。

まず、大綱第１点目は、教育問題であります。



私ども２１世紀クラブは、市長が年初に市政運

営方針を示されるように、教育委員会の独立性と

いう意味からも教育長の教育行政方針なるものを

示していただきたいと提案をしてまいりました。

このことについて、教育長の所見をお伺いいたし

ます。

次は、昨年１０月、教育問題審議会の答申を受

け、各部会、検討委員会等、議論がなされてきた

と聞いておりますが、中でも幼稚園の統廃合につ

いてその方向性ができたのかどうか。議論の概要

もわかっておればお答えを願います。

３点目は、学校・園の適正規模・適正配置が言

われておりますが、全市的な規模での校園区の見

直しを考えられてるのかどうか、お示しを願いま

す。私は、幼稚園の統廃合を論ずる前に取り組ま

なければならない大きな課題と考えますが、教育

委員会の考え方をお聞かせ願います。

次に、昨年の第１回定例会において、私は学校

現場の荒廃問題を指摘いたしました。教育長の改

革に取り組む前向きな答弁をいただいたところで

ございますが、１年を経過した今、その改革がで

きたのかどうか、その推移をデータをもってお答

えを願います。

大綱２点目は、紀泉ふれあい塾と農業公園につ

いてお尋ねをいたします。

紀泉ふれあい塾については、来年春のオープン

の予定で進められておりますが、この施設の管理

・運営は、地域住民が中心になって大阪府から委

託を受けるという約束のもとに地域の理解と協力

を得て進めたことは、市長も周知の事実でありま

す。しかしながら、ここに来て大阪府は財政難を

理由にプロポーザルで民間業者を選任し、管理・

運営を任すと聞いておりますが、事業内容から見

て、地域住民の協力なしに運営は難しいと思われ

ますが、市としては地元と府の調整にどのように

かかわっていかれるのかをお聞かせ願います。

次に、農業公園について、現在までの進捗状況

や今後のスケジュール、それに運営面で大変大き

なリスクが予想される中、ＰＦＩの導入を考えら

れているようでございますが、この事業に意欲を

持って参画される事業所が見込まれるのかどうか

についてもあわせてお答えを願います。

－９３－

また、総事業費２６億強と、完成後も運営コス

トが年四、五千万とも試算されておりますが、そ

の中で計画当初と社会状況が大きく変遷してきて

いる現在、国庫補助事業とはいえ、事業見直しを

するのも１つの勇気だと思いますが、そういう考

えはないのでしょうか、お答えを願います。

大綱３点目は、広域基幹農道についてでありま

す。

広域基幹農道事業は、我々山間部の地域にとっ

てはその推移を大きな期待を持って見守っている

ところであります。泉南市から見ても、山間部の

発展を担う重要なアクセスであることは言うまで

もありません。それだけに、どのルートが地域の

発展に寄与するのか、あるいは地域住民に歓迎さ

れるのか、また市の将来ビジョンとどう整合させ

ていくのか。国の事業とはいえ、積極的に参画し

ていくべきだと考えますが、ルート決定のプロセ

スをお示し願います。

また、小泉改革の中で緑資源公団自体や本事業

が事業見直しの対象となっていると聞いておりま

すが、そのあたりの情報と現在までの進捗状況、

今後のスケジュールについてお聞かせを願います。

大綱４点目は、済生会泉南病院についてであり

ます。

済生会泉南病院は、市民病院を切望する市民ニ

ーズにこたえる形で議会、理事者が力を合わせ、

大阪府に空港全体構想の反対決議を撤回すること

を条件に約束された、まさに市民サイドに立てば

一番大きな意味を持つ空港関連事業であったと言

っても過言ではないはずであります。市民が求め

た医療機関は、高度医療を持った信頼と責任を持

てる病院であったはずであります。

しかしながら、現実を見るとき、大阪府と約束

をした特例床としての２０床の増床、一部高度医

療、夜間・休日診療を付加するとの約束は果たさ

れておりません。用地、施設、それに多くの市内

事業所が希望する老健の９０床、あるいは建てか

えされた泉南特老の運営委託までも大阪府が整備

をし、その上、泉南市が２億円の補助金を出す。

ただ老朽化した泉南市病院の建てかえのために府

も市も手を貸したとしか考えられません。とても

市民や我々議会が望んだ医療施設とはなっていな



いと思いますが、そのことについて市長は今後の

展開を含めどのような考えを持っておられるのか、

お聞かせをいただきます。

また、市内事業所が希望しているにもかかわら

ず、デイサービス事業や障害者デイサービス事業

を随契という形で委託されておりますが、その詳

しい内容と、なぜ済生会しか対象としなかったの

か、なぜ市内事業所を排除したのか、理由も含め

て御答弁を願います。

大綱５点目は、辺地に対する行政のあり方につ

いてであります。

本地域の５０％以上が山間部で占められていま

す。森林や山村は環境、防災、食糧供給と、その

重要性は改めて議論するまでもありません。その

保全が地域住民によって細々と維持されておりま

す。しかし、高齢化が進み、若者が定着しない現

状は、地域社会全体が崩壊寸前であります。この

ことは、地域活性化を考えてこなかった行政にも

問題があると思いますが、山間部が果たす役割の

重要性をどの程度認識されているのかを含め、市

長の見解をお伺いいたします。

次に、ＣＡＴＶについてでありますが、何度も

この席で同じ質問をさしていただいております。

事業当初からなぜ近道より東は計画から外された

のか、その根拠をお示し願いたいと思います。ま

た、配信されてない地域は具体的な集落でどこと

どこなのか、あわせて答弁をお願いを申し上げま

す。

最後に、山間部集落の危険箇所についてお尋ね

をいたします。

東地区の各区長さんから事業部に対し、危険箇

所や災害防止の要望がなされているとは思います

が、私の知る限りではその対応は余りにもお粗末

なものであります。一つ間違えば、市民の命や財

産にかかわる問題であります。東地区の区長さん

から受けている要望と、その事業についての対応

をお聞かせ願います。

以上で私の壇上での質問を終わりますが、答弁

がいつも大変長いので、端的、明快かつ責任ある

答弁をお願い申し上げます。

以上でございます。ありがとうございます。

○議長（角谷英男君） ただいまの堀口議員の質問

－９４－

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 私の方から、済生会病院に

ついてお答えを申し上げたいと思います。

関西国際空港の埋め立て同意条件の１つとして、

病院整備を要望してまいりました。当初、市の要

望は、空港立地に伴う人口増加に対し、救急医療

や高度医療に対応できる病院の設置ということで

ありましたが、昭和６３年に府の保健医療計画が

告示されまして、ベッド数がオーバーしているこ

とから、病院の新設は不可能となりました。

その後、市の要望を満たすべく特定病床等に増

床できないか検討を重ねてまいりましたが、平成

８年までの調査の中で転換病床がないことや、膨

大な運営上の赤字が生じるなど、短期的には病床

の増加は想定できないとのことでございました。

その後、この考え方は、医療施設整備構想や泉

南福祉医療保健ゾーン整備計画として検討が進め

られ、病院の建てかえにとどまらず特別養護老人

ホームの再整備を初め、シルバーハウジングや老

人保健施設の諸施設の一体整備により、地域ケア

システムの構築と新泉南病院を中核とした地域の

公的医療機関として、常に良質な医療の提供に努

め、最新鋭の高度診断機器を備え、地域の医療機

関との共同利用など、その医療資源を最大限に活

用することで地域の医療水準の向上が図られると、

こういう方向に進んできたところでございます。

御指摘ありましたことにつきましては、もう長

い過程がございますんで、議員も非常に詳しい方

でございますんで、申し上げますと、最終的に大

阪府とお話し合いをしたときには３案ほどござい

ました。１つは、我々の望んでる特例病床をつけ

るというものでございます。もう１つは、現在の

ような形。もう１つは、今の２６床とその他の特

化診療を付加するというものでございました。

この３つの中からの選択ということになったわ

けでございますけども、この中で特定病床につい

ては、代替病床がないということも踏まえて、実

現の可能性というのは非常に低いと。また、いつ

になるかわからないという話がございました。

それと、今の形ですが、これについては２６床

と、それから健康管理センターを入れる、そして

今の特養と、それから老健とを入れるという形の



ものでございました。それと、あと有床診療所と

いうのがございましたけども、これについては比

較的実現可能性が非常に高いということの内容で

ございました。

もう１つのものは、これはちょっと我々もそれ

では納得いかないような内容であったわけでござ

いまして、この３案の中からどれを選ぶかという

ことになったわけでございますけども、いろんな

状況から判断いたしまして、理想を追い求めても

実現できなければ、これは何もならないというこ

とがございまして、その平成８年でしたかに最終

的に現在のような形、これに幾つかの注文をつけ

さしていただいて、例えばリハビリテーションで

ありますとかそういうものをつけさしていただい

て、こういう形ということになったわけでござい

ます。

その中で、病院、それから老健、特養はでき上

がりました。健康管理センターもでき上がってお

ります。地元医師とのネットワークもでき上がり

つつございます。あと、有床診療所というのがあ

りまして、これについては市と府で協議しながら

つくっていこうというものでございましたけども、

これについては御存じのように地元医師会の反対

ということがありまして、実現をいたしておりま

せん。これを引きずっていきますと、この泉南病

院そのものも実現が危うくなるということで、こ

れは別途協議という形にいたしております。

もともと、休日・夜間については、これは市の

方でやるというものでございましたので、ただ用

地については一応りんくうタウンということにな

りましたので、りんくうタウンに残していただい

てるということでございます。

当時の一定の判断といたしましては、大変苦し

い判断ではございましたけども、私はやっぱり実

現をするという前提に立って今のああいう泉南医

療福祉保健ゾーンですか、そういう形でやってい

ただくという結論を出したわけでございます。も

し、その結論、決断が半年あるいは１年おくれて

おれば、今の病院すらできていなかったのではな

いかという思いをいたしているところでございま

す。

これについては、大阪府も大変努力をいただき
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ました。実際、そういう方針が決まった後も済生

会そのものの東京の本部は、この病院を廃止しろ

というような話がありまして、これをまた認めさ

せるということについては、市も府も大変な努力

をいたしました。

そして、御存じのように今の泉南病院というの

は、位置づけが非常に不明確であったわけでござ

いますが、今回それをきっちりと位置づけをしよ

うということでバックアップ病院を探すというこ

とになったわけでございまして、現在の中津済生

会病院ということになったわけでございますが、

またこれに決まるまでが大変な道のりでございま

して、中津は中津の言い分、要望がございました。

大阪府も実現できないのではないかということで

話しに来たことがございましたけども、それを追

い返して、何とかもとどおりやれということで、

やっと大阪府も苦しい財政ぎりぎりの段階だった

と思いますが、予算をつけていただいて、やっと

ここまで来たということでございます。

残る問題については、なお課題としてはありま

すが、一応大阪府と約束した最低限のものはして

いただいたんではないかという評価をいたしてる

ところでございます。あとの問題は後でまた医師

会あるいは近隣市町との関係もございますんで、

進めていかなければならないと、このように考え

ております。

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 教育問題についての御質

問のうち、２点について私の方から答弁をさせて

いただきたいと思います。

まず、１点目でございますが、教育方針等につ

いての教育長としての開陳と申しますか、そうい

うことはどうなのか、所見発表はどうなのかとい

うことでございますが、府下的にも各市町でそう

いった形の形態をとっておるかどうか、この辺の

ところも研究さしていただきまして検討させてい

ただきたいと、このように思っております。

それから、２点目のことでございますが、教育

問題審議会の答申後の検討委員会の経過と論議の

内容ということで、このことについてお答え申し

上げたいと思います。

本市の公立幼稚園の今後のあり方を示すものと



いたしまして、平成１３年１０月に１２回にわた

る審議を経て泉南市教育問題審議会より答申を受

けました。答申は、市立幼稚園教育の基本的な考

え方から始まり、諮問事項であります本市におけ

る幼児教育機関としての市立幼稚園の今後の役割、

市立幼稚園の適正規模・適正配置について。３点

目につきましては、市立幼稚園における３歳児保

育への取り組みについてという構成になっており

ます。また、この３点の諮問事項については、そ

れぞれに係る基本的な考え方や今後の施策推進や

取り組みが示されております。

これを受けまして、検討委員会の経過でありま

すが、この審議会の答申を踏まえて、その実施計

画としての泉南市幼稚園教育振興計画の策定に資

するために泉南市幼稚園教育振興計画検討委員会

を平成１３年１２月に設置いたしました。なお、

検討委員会の運営でありますけれども、本検討委

員会に答申内容に即して３専門部会を設置し、専

門的事項を検討し、原案として報告、提案し、検

討委員会としての協議を行うという手法をとりま

した。

論議の中身でございますけれども、公立幼稚園

の今後の役割、教育時間、あるいは校種間の連携、

それから地域子育て支援センターのあり方の問題

等について、現状を踏まえた施策の推進や取り組

みが望ましいとの協議がなされました。

また、適正規模・適正配置につきましては、適

正規模・適正配置の考え方、統廃合されたときの

通園の安全性、通園方法、園区の見直し、複数学

級の上限、教員定数の減、公立幼稚園からの公立

小学校の流れの問題等について協議がなされまし

た。

その結果、東幼稚園は信達幼稚園に統合、新家

幼稚園は新家南幼稚園に統合し、一定推移を見た

後、複数学級にならない場合は一丘幼稚園に統合、

雄信幼稚園、樽井幼稚園は園区の見直しを行う。

また、鳴滝幼稚園は園区の見直しや新たな保・幼

一元化等で適正規模化を図るという一定の方向性

が出されております。

３歳児保育につきましては、学級定数、保護者

ニーズ、アンケートの結果、私学との連携、試行

園実施計画、施設設備等について協議され、来年
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度から３歳児保育の試行を行い、当面、中学校区

１園を目標に取り組むことが示されております。

大体、今の方向性としてはそういう形で動いて

ございますので、よろしく御理解を賜りますよう

お願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 堀口議員御質問の

校園区、全市的な校園区見直しに関する教育委員

会としての考え方を示せという点に御答弁申し上

げます。

本来であるならば、園区は小学校区に準じると

いうことの取り扱いをしておりますので、小学校

区のあり方がどうなんかということが基本になろ

うかとは思います。ただ、この幼稚園問題の具体

の経緯をたどってみますと、平成１０年あたりか

ら議会の場におきましても、幼稚園のあり方、幼

稚園の適正規模・適正配置というのが一定議論を

されてきた、小学校区よりもむしろ幼稚園問題と

して議論されてきた経緯があったかと考えており

ます。

そういった中で、いわゆる幼稚園問題をどう考

えていくのかということで平成１２年の９月議会

におきまして条例について可決をいただいたと、

こういう経緯の中で今日幼稚園のあり方というこ

との中で園区の見直しをしてるというふうに理解

をいたしております。

そういう中で、校区の見直しとして幼稚園問題

とも関連して、今具体の問題として非常に上がっ

ておりますのが、先ほど樽井あるいは雄信、ある

いは鳴滝幼稚園の今後の方向性について、教育長

の方から答弁さしていただきましたが、そのこと

が現小学校区の見直しという観点でいいますと、

樽井幼稚園、つまり樽井小学校の現況というんで

しょうか、極めて短期に手を打たざるを得ない状

況下に現況置かれていると。

そういうことの中で、全市的な校区の見直しで

はございませんが、幼稚園区で言う３園に関連す

る問題と樽井小学校自体の問題といたしましても、

現在９００名を超えた状況にありますし、ここ５

年ほどの経緯の中で、これは０歳児から５歳児の

数字をもとに推計しますと、（堀口武視君「簡単

でええ」と呼ぶ）はい。現在で２６学級ですが、



５年後には３０学級を超えるような状況下にある

と、こういったことの中で、あわせて全市的とい

うことではございませんが、小学校区の見直しを

現時点で教育委員会は考えておるということでご

ざいます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 中野教育指導部参与。

○教育指導部参与兼指導課長（中野辰弘君） 問題

行動の経緯について御答弁申し上げます。

少年非行については現在、戦後第４の波を迎え

ていると言われており、本市におきましても平成

１２年までは増加傾向でありました。平成１２年

度、１３年度の件数をちょっと比べさしていただ

きます。平成１３年度の対教師暴力は９件、平成

１２年度が２１件と減少してます。それから、生

徒間暴力が１６件、平成１２年が３９件、これも

減少してます。それから、器物破損が４５件、１

２年度は５８件と。このように暴力行為は減少し

てると、そんなふうにとらえております。

それから、平成１４年度、本年度の５月末現在

の状況ですけれども、中学校の対教師暴力は２件、

昨年度は同時期１件。それから、生徒間暴力は４

件、昨年の同時期４件。器物破損は４件、これも

同４件と、ほぼ昨年と同様でありまして、暴力行

為については一定の歯どめがかかってきてるんで

はないかと、そんなふうにとらえています。

これは、学校におきましてあき時間の巡視とか、

生徒理解のための研修、また問題行動に対しては

毅然とした態度で臨む、家庭との連携等の生徒指

導体制づくりなど、さまざまな取り組みの成果の

一端ではなかろうか、そんなふうに考えさしても

らってます。

しかし、すべてがいいかといいましたら、そう

いうわけでもございませんので、一方不登校とか

授業エスケープ等の問題に関しては、昨年より減

少しているものの依然として重大な問題であると

認識しております。

これらの問題を解決するには、今まで以上に教

育相談機能の充実とともに、未然防止等の根本的

な解決に向けて具体的な施策を考え、実施してい

く必要があると認識しております。

教育委員会としましては、４月からの新学習指

－９７－

導要領全面実施のもと、各学校の心の教育の充実、

確かな学力の向上に向けた取り組み等、今後とも

鋭意努力していきたいと思いますので、ひとつよ

ろしくお願いしたいと思います。

以上です。

○議長（角谷英男君） 楠本都市整備部長。

〔堀口武視君「時間ないから簡単にやってくれ」

と呼ぶ〕

○都市整備部長（楠本 勇君） 堀口議員の御質問

にお答えさしていただきます。

まず、紀泉ふれあい自然塾と農業公園について

お答え申し上げます。

紀泉ふれあい自然塾の運営につきましては、民

間のノウハウを活用し、利用者のニーズに対応し

た食・農・緑・環境等の分野で柔軟な事業展開を

行うため、公設民営の運営を目指すための目的と

して、プロポーザル方式を採用されました。その

中で、地元から地域の活性化につながる運営方針

との要請があり、大阪府として紀泉ふれあい自然

塾の運営の中で地元の負担にならない経営の仕方

や、地元の利を生かした事業展開の参画を今後設

立される地元農事組合法人と連携し、調整を行っ

ていると聞き及んでおります。

また、市としてどう運営に参画するのかという

ことでございますが、紀泉ふれあい自然塾のアク

セス道路でございます童子畑堀河線のいわゆる危

険箇所の改良整備等につきまして年次計画を立て、

順次施工し、通行の安全を確保するとともに、そ

の他本市の管理区域であります堀河ダム周辺の草

刈り、ごみ清掃等の従前からの取り組みを強化す

るなど、今後とも大阪府と調整を進めてまいりた

いと存じますので、よろしくお願いします。

次に、農業公園につきましては、隣接して花卉

団地が立地することから、市民が花と緑に親しみ、

また農園芸作業の体験等と通じてレクリエーショ

ンあるいは憩い、いやしの場を提供するとともに、

そのような触れ合いを通じて農業への理解を深め

ていただき、また地域農業の振興に寄与すること

を目的として鋭意事業を実施してまいっておりま

す。

現在の事業進捗につきましては、平成１３年度

末における事業費ベースの進捗率としまして、工



事費約６２％、用地費約４５％となっておりまし

て、事業費全体では約５３％となっており、これ

までに基盤の造成、進入道路、調整池及び水道施

設等がほぼ完成して、現地におきまして計画地の

概要が確認できる状況となってございます。

維持管理経費の試算につきましては、平成１２

年度に行いました検討結果によりますと、運営計

画から年間約１０万人の利用者を想定し、市の直

営として管理・運営した場合、運営費、人件費、

管理費等に年間約５，０００万円、貸し農園利用料、

花畑摘み取り料等の収入として約１，０００万円と

なり、市として必要な年間経費は管理・運営経費

としまして最低４，０００万円との試算結果が出て

ございます。

そこで、農業公園の管理・運営をも含めた整備

事業において、長期的に低廉かつ良質な公共サー

ビスを提供し、より多くの市民の安定的な利用を

実現し、もって長期的な市の財政負担低減の実現

を図るために民間事業者の経営能力、技術的能力

等ノウハウを活用する手法の１つとして、ＰＦＩ

手法についての導入可能性の調査検討を行ってご

ざいます。

昨年度は、先行して進められているＰＦＩ事業

については、いわゆる箱物施設が中心でございま

したが、農業公園関連での事例が少ないというこ

とで、どのような民間事業者が興味を持っている

のか、どのような事業方式が農業公園に適してい

るのか等の把握が困難であるため、民間事業者の

意向を把握するための事業検討説明会を開催した

ところでございます。

その後のアンケート及びヒアリング調査により、

ＰＦＩに対する認識のある花の加工販売企業やイ

ベント会社、ゼネコン等が、自然との触れ合いが

求められている中で比較的高い関心を持っている

が、現計画の中で運営収支均衡を実現することは

難しいとの意見がございました。

しかし、農業公園として解釈可能な範囲での民

間事業者の参画自由度を広げ、民間事業者が提供

する公共サービスに対する対価を公共が支払うと

いうサービス購入型での事業形式を導入すること

により、民間事業者が応募する可能性が広がると

考察されました。
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今後、法的制約や補助事業による条件、民間事

業者の参画想定事業も踏まえた中で総合的に検討

を行い、事業手法及び事業実施方針の決定を行い、

平成１７年の開園に向け積極的に事業を推進して

いきたいと考えております。

続きまして、広域基幹農道についてお答えいた

します。

まず、基幹農道の進捗状況でございますが、別

所区間につきましては、別所から泉南パブリック

入り口付近までの間、施工中であります。新家区

間につきましては、泉南パブリック入り口付近か

ら二つ川橋までの間、そして橋梁１カ所、工事延

長４８３メーターで施工中であり、６月末完了予

定でございます。また、二つ川橋から浅草共有山

付近までの間、橋梁１カ所、工事延長２９１メー

ターで施工中であり、最終工期といたしましては

平成１４年１０月末日となってございます。

また、今後のスケジュールにつきましては、今

年度において一部未施工区間の工事を発注する予

定であり、また浅草共有山から林道お菊松線の間

まで測量設計業務の実施、並びに当該区間の用地

買収を予定しております。また、六尾区間につき

ましては、高倉林道から六尾までの間、ルートの

再検討並びに実施設計を予定しております。なお、

六尾区画整理事業につきましては、地元説明を行

い、実施設計を行う予定でございます。

次に、線形のあり方についてお答えいたします。

基幹農道の線形のあり方についてでございます

が、以前より御意見をいただいております市民の

里より六尾墓地付近を通るルート、並びに六尾の

郷より山手を通るルート等幾つかのルートが検討

されてまいっております。

農道のルートを設定するに当たりましては、地

形を初め既存家屋や道路との取り合い、事業費の

抑制や技術的な課題などさまざまな条件を総合的

に勘案して、緑資源公団に対して検討するよう要

望してまいりましたが、現在検討中の砂川ゴルフ

場の山側を通り、六尾浄水場の横の現道を拡幅し、

六尾の郷付近で現道に接続するのが最適であると

の判断のもと、検討を進めているのが現状でござ

います。

また、議員御指摘のさらに新泉佐野岩出線への



連絡の道路整備についてでございますが、今後課

題であるということで検討してまいりたいと考え

ております。なお、基幹農道の再評価についてお

聞きされましたが、現在、公団におきまして国と

協議中でございまして、８月末ごろには評価結果

が出ると聞いてございます。

次に、辺地に対する行政のあり方、特に山間部

の各区からの要望に対する対応でございますが、

昨年の実績を見ますと、堀河、葛、楠畑と各区か

ら要望をいただきまして、できる範囲内のことは

さしていただいております。ただ、この中で特に

市道楠畑線、葛畑線の危険箇所に対する安全対策

につきましては、唯一のそれぞれの市道でござい

まして、幅員が狭小で、ところどころに切り立っ

たいわゆるのり面、岩でございますが、迫ってき

てございます。

特に楠畑線につきましては、現地調査の上、落

石防止さくの工法等について現在検討を行ってい

るところでございます。また、葛畑線につきまし

ては、地元関係者と協議の上、順次のり面の保護

を行ってきており、今年度につきましても一部落

石防止さくを計画しておりますので、よろしくお

願いいたします。

以上です。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 私

の方から、空港関連事業としての位置づけの中の

総合福祉センターで実施いたしております在宅介

護支援センター事業及び重度障害者のデイサービ

ス事業の委託の件について御答弁申し上げます。

大阪府社会福祉事業団に総合福祉センター開設

当初からお願いをしてきたところでございますが、

特別養護老人ホームがりんくうタウンへの移転に

合わせ、事業団より済生会立へと移行することに

よりまして、事業団が平成１４年３月末をもって

撤退することとなり、（堀口武視君「簡単でええ、

簡単で」と呼ぶ）はい。総合福祉センターでの委

託事業についても平成１４年３月末で撤退したい

旨の申し出がございました。

そのようなことから、公的医療機関であります

済生会が総合福祉センターの事業の継続をしてい

ただくことが事業所として最もふさわしいと判断

－９９－

をいたしまして、暫定的に２年間についてお願い

したものでございます。

今後、平成１６年度以降につきましては、事業

者の見直し及び在宅介護支援センターの基幹型の

実施も含め、現状の事業を継続するかどうかの検

討も含め行ってまいりたいと考えておりますので、

よろしく御理解のほどお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） ケーブルテレビの山間

部への取り組みということでございますけれども、

省略をさしていただきまして答弁さしていただき

ます。

以前、株式会社ジュピターりんくうが行ってい

たんですけども、そのときには４市３町との協定

ということで、当面のサービスエリアにつきまし

ては初期投資の関係等を考え、当面は阪和自動車

道より海側と決定されて事業を行ってるわけでご

ざいますが、平成１１年に株式会社ジュピターり

んくうとジェイコム関西が合併をいたしました。

そのときに改めて４市３町とジェイコム関西と

で協議を行っております。その協定書の中では、

４市３町の行政区域をサービスエリアとするとい

うふうに変えております。ただし、当面は現在行

っております阪和自動車道よりも海側を第１次サ

ービスエリアとして、それより山側の地域を第２

次サービスエリアと位置づけを行ってるわけでご

ざいます。

そういうことで、現在は第１次サービスエリア

を行ってるわけでございますけれども、このエリ

アの拡張につきましては、貝塚市以南で組織して

おります泉州４市３町地域情報化推進協議会全体

の課題であるというふうに認識をいたしておりま

して、ジェイコム関西に対しましてもエリアの拡

張について、協定の中にもありますように技術的、

経済的検討を行った中で順次整備に向けて努力し

てくれということで、４市３町連携のもとに今後

とも協議を進めていくという考え方でございます

ので、今現在の段階ではそういう状況ということ

で御理解をお願いしたいというふうに思います。

○議長（角谷英男君） 堀口君。

○１５番（堀口武視君） それでは、再質問さして

いただきます。



時間がないので、特に市長、泉南病院について

は、これは市長が今答弁された話と、私が認識し

てるものとは全然中身が違うんですよ。逆に、今

整備された病院は、大阪府が今市長がおっしゃっ

た３案の中で一番最低だったもの、僕はそう認識

してます。実は、当時１５０床の新設病院、市民

病院的なものをつくるには、１５年のスパンがか

かりますよと。

これは当時、今現在の梶本副知事が健康福祉部

長のときに 之上という医療――肩書はわかりま

せんけど、たしか 之上という医療課長と市長と

私と、それから福田助役、この５人で話をした中

ではというけど、それは古い話じゃないんです。

平成８年、一番大阪府との問題が逼迫してる最中

に大阪府が示した案の中には、今の済生会プラス

２０床の特例床の増床、それから一部高度医療、

夜間・休日診療、こういう話が含まれてたんです。

私は、当時議会の中ではこのことはなかなかこ

れでも議会は納得してくれないぞという話を市長

にもしました。しかし市長は、できたら５年のス

パンでできるという今の病院の体制でぜひお願い

をしたいと、こういう経過があったんです。その

ことを市長、ごまかしてもらったら困るんですね。

だから、僕は今、泉南市の医療実態調査の中で

も、一番欲しがってるのはやっぱり夜間・休日診

療なんですよ。だから、そのことは、どうしても

今済生会の中にどうして付加さすことできないん

ですか。そのぐらいのことは大阪府に物言いなさ

いよ。うちは、いろいろ経過が説明あったですけ

ども、済生会との話じゃないんです。大阪府が窓

口なんです、この件に関しては。だから、そのた

めの空港関連事業じゃないですかということを私

は申し上げたわけでございます。時間がないので、

この件はそういうことで私は指摘をしておきます。

それから、基幹農道についてでございますけど

も、私はいつも言ってるのは、新しい道をつける

のはやはり市民の税金を使ってつけるんじゃない

かと。そしたら、やっぱりその地域なり住民に歓

迎される道でなかったらいかんでしょうと。今考

えられてるルートは、果たしてこのルートは、ほ

んとに泉南市のビジョンにとっても地域にとって

もいいルートなのかどうか、私は大変不思議に思

－１００－

います。

しかも、信達郷の山を通りますから、緑資源公

団の次長と話をしました。これは地元の要望だと

いうことで、私は黙っておりましたけれども、聞

いてみると泉南市の要望なんだと。そうしたら、

あなた方はあの位井山に火葬場の建設を予定して

るわけでしょう。そしたら、そこから今のルート、

基幹農道を引っ張って、当然地元要望としてあの

旧泉佐野岩出線から新バイパスまでの新道の要望

が出てくるわけです。だから、そこでやはりそう

いうことを頭に入れてルートを考えていく。それ

は、泉南の将来ビジョンを考えた上で戦略じゃな

いですか。そのことを国にやらしなさいよ。当然、

あなた方は今の旧泉佐野岩出線からバイパスまで

は市単でやらなきゃいけないことになってくるわ

けですよ。そうでしょう。

それで、しかもなぜごまかすんですか。これは

地元の要望だという、あなた方は、泉南市の今ま

での説明は、地元の要望だということだったんで

す。ところが、地元に聞いてみますと、このルー

トではだめだと、近いうちに新しいルートの要望

書を出すと、役員さんからこんな話じゃないです

か。しかも、緑資源公団から聞けば、これは泉南

市の要望ですよと。どこでこんな話が食い違って

くるんですか。そのこともひとつ、やりたいこと

がありますので時間も少ないんで、改めて課題と

してよくまた書類でも答弁を下さい。

それから、ＣＡテレビの話でございますけれど

も、中谷部長ね、このことはもう以前から私は何

回も言ってるんです。これに対しては、国からの

補助事業があるでしょう。例えば、電気通信格差

是正事業の国の補助事業というのがちゃんと載っ

てるんでしょう。

これは総務省から通達が――ここに僕も資料を

いただいてますけども、これはよその市町村から

いただいた資料です。そういうものを利用して、

どうして一番欲しがってる地域にこの配信をしな

いんですか。しかも、もう既設の地域にはパワー

アップの予算をつける。こんなばかげた、行政の

公平、平等という意味では、大変手落ちのある話

じゃないですか。そんなもん地域差別ですよ、言

えば。



あるとこで、市長あなたね、市長さんのミニ集

会の中で、山間部の税金と都市部の方々の税金は

分けて使ってますかという質問を受けてるでしょ

う。当然、山間部の人間は下水も計画外ならＣＡ

ＴＶも計画外、何もかも計画外なんですか。私は、

山間部から出てる議員として、これは声高らかに

言うとかないかん。だから、この前も３月議会で、

いつごろまでに整備できるんですか、６月議会に

必ず質問しますよと。

市長がよく言われてる議会のテレビ放映も、私

はやはり市民が全体に見れる状況でなかったらし

たらだめだと。代表者会議でも異論を唱えており

ます。そのことは市長、ぜひ市の金を入れてでも

整備をしていただきたい。山間部の人間は、一般

放送を見るのにも何百万という金を使いながら自

分らで共同アンテナ、あるいはそれのメンテナン

スに金を自己負担してるわけです。それでなおか

つ、既設のところにはパワーアップの予算をつけ

ていくと。こういうことでは、僕は山間部の人た

ちは納得できないと思いますよ。

だから、これはほんとに具体的な答弁をいただ

きたいんですけども、きょうはたくさんうちの地

域の方々が問題があって来ておりますのは、幼稚

園問題、これについてちょっと詳しくお伺いいた

します。

特に、先ほどの教育長の答弁の中で、既に東幼

稚園が統廃合の対象になってると、こういう方向

で動いてると。これは、もうすごいけしからん話

ですよ、あなた方のやってることは。地域住民が

このことを一つも知らないです。市長がパートナ

ーシップや何や、住民対話だと言ってるわけです

よ。全部ワンウエイじゃないですか。そうでしょ

う。

しかも、私はずっと以前からも指摘をしてきま

したけども、こういう問題は利害を絡む方を当然

その議論の対象の輪の中に入れなさいと。そのこ

とを受けて、あなた方は教育問題審議会の中で、

私はどうして半分以上を占めてる私学の幼稚園を

入れないんですかということを言って、ようよう

部会に砂川幼稚園の園長を入れた。

しかし、これまで今の経過を見てみますと、当

然初めから東幼稚園と新家幼稚園を廃園にすると

－１０１－

いう前提のもとにあなた方はこの検討委員会なり

部会を開かれてるじゃないですか。それでもいい

ですけども、そしたら地元の人間をどうして入れ

ないんですか、この審議会の中に、委員会の中に。

こんなばかげた選任の、人選の仕方がありますか。

しかも、そのことが、結論がほかの人から地域

の人間に聞こえてくる。我々地元の議員ですら知

らない話が地域へそういうことが聞こえてくる。

どこからそんな話が漏れてくるんですか、そんな

結論が。議会にもあなた方示してないでしょう。

議会軽視も甚だしければ、住民軽視も甚だしいで

すよ。何がパートナーシップですか。一たんそれ

で、ちょっと教育長、一遍答弁してください。

○議長（角谷英男君） 時間ありません、答弁。向

井市長。

○市長（向井通彦君） ちょっとその前に、先ほど

の堀口議員の発言で、私に対してごまかすなとい

うような発言がありましたけども、これは記録と

していろんなパターン、３パターンあるわけなん

ですよね、御存じやと思いますが。（堀口武視君

「資料を持ってますから、それはええです」と呼

ぶ）それに基づいて私は発言してるわけですから、

それはやっぱりそういう発言は困ると思います。

〔堀口武視君「それはええです。教育長ちょっ

と答弁してください」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） 教育長。

○教育長（亀田章道君） 教育問題審議会の答申を

受けて、その後振興計画を策定するということで、

先ほど堀口議員さんがおっしゃいましたように、

そのメンバーについての地元の人たちの参画がな

かったのかということでございますが、公立幼稚

園の今後のあり方、適正配置・適正規模というこ

とで、あるいは３歳児保育、こういった項目の審

議をいただく、この策定をしていく場面で、地元

の方、当初から教育委員会といたしましては、あ

る幼稚園をターゲットと申しますか、目標にして、

それを廃園するために策定委員会をつくったとい

うことではございませんで、答申を受けて、その

答申の中身から検討していくということでメンバ

ーの方の構成もさしていただいたところでござい

ます。初めから地元云々ということになりますと、

大変問題も生じてこようかということで、そうい



った意味での地元の方からの委員ということでは、

直接的に関与するというような方では入れていな

いということでございます。

確かに、議会軽視というふうに言われてはおり

ますけれども、総務文教委員会の折にも毎回策定

委員会での議事について御報告は申し上げさして

いただいております。今、最後の第５回まで終了

いたしまして、一部文言の訂正等も考えながら最

終報告の方を出さしていただきたいと、このよう

に考えてございます。

具体的ないわゆる園の統合、適正配置というん

ですか、これは本日のこの議会で皆様方に御報告

を申し上げるということが正式な形になったわけ

でございます。事前に各議員様に御報告というん

ですか、それは今までやっておりませんでしたで

すけれども、本日が正式な形で具体の名前を報告

をさしていただいたということになります。ひと

つ御理解のほどよろしくお願い申し上げたいと思

います。

○議長（角谷英男君） 堀口君。

○１５番（堀口武視君） 今の人選の問題は、私は

もう大変、例えばこの部会、検討委員会なりを１

つの隠れみのにして地域を納得さすという大義名

分をつくるだけの審議会、委員会としか考えられ

ませんね。

それから、この経緯を見ると複数学級がいいと

いうような根拠、これは僕はいろいろ調べてみま

したけど、文部科学省が出してる、あるいは幼児

教育プログラム、あるいは幼稚園教育要領、どれ

を見てもそんなこと載ってないですよ。逆に、チ

ーム保育ということが、もっとゆとりのある幼児

教育をしなさいということが指導対象になってる

じゃないですか。

しかも、泉南市のあなた方の、僕はそこに見え

てる市の職員の、教育委員会の職員も後から時間

があればやりたかったんですけども、この議事録

見てけしからんですよ。現場内容を見て論議をし

てるんですか。幼稚園の現場の内容、事実、東幼

稚園の現場へ行ったことがあるんですか、あなた

方。例えばうちの幼稚園はいろんなユニークな教

育を、文部科学省が言ってるような教育をやって

ますよ、いろんな。地域との交流、あるいは学校

－１０２－

連携、そういういろんなことをやってます。

それと、環境に上げても、自然と身近に触れる

ことのできる環境、あるいはいろいろな世代と交

流できる環境、安全で清潔な環境、こういうこと

がその幼児教育要領の中にも指導されてるわけで

す。そういう意味では、何で一番いい幼稚園が廃

園にされるのか。あなた方がほんとに実際に幼児

教育を東幼稚園で見てきてるんですか。

もう１つは、僕は行政改革の中でのこういう検

討だと思うんですけれども、だったらあなた方は

行政改革の読み違いをされている。適正規模・適

正配置、こう言われるんだったら、当然これから

の就園児童数を予測して、全市の人口密度から比

例をして、拠点幼稚園をつくっていくべきじゃな

いですか。それだったら、私はこんな文句言わな

いですよ。

例えば、人口の場合、泉佐野市は４園に統廃合

したじゃないですか。今ここで、目の前の手直し

だけでやろうとする。例えば校区の問題もそうで

すよ。樽井が今いっぱいになってから手直しをす

る。だったら、樽井のあの対象になった地域が全

部文句言うてきますよ。どうして全市を対象にや

らないんですか。

例えば、幼稚園問題にしたってそうですよ。全

市を対象にして、拠点幼稚園をこうして何園にす

るんだというんなら、私もこういうような大きな

声で怒りはしないです。例えば、東幼稚園の規模

の幼稚園はほかにもあるじゃないですか。どうし

て東幼稚園だけが廃園なんですか。そこらの根拠

づけが何もこの議事録を見ればできてないじゃな

いですか。どうなんですか、その辺は。

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 拠点配置の問題と

か複数学級の根拠についてということで御答弁申

し上げます。

まず、先ほども教育長が答弁いたしましたよう

に、今後の幼稚園のあり方についての基本的な枠

組みをまずつくろうということで、教育問題審議

会というものを設置いたしまして、さまざまな立

場から議論をいただいて、一定のその審議会とし

ての取りまとめの１つが今日の子供たちを取り巻

く環境というんですか、とりわけ少子化なり、あ



るいは都市化なり、あるいは地域の教育力の低下

等々の中で子供の集団活動の重要性と、先ほど冒

頭で教育長が答弁申し上げましたと思うんですが、

今日の社会ほど小さい時分から一定の確保された

集団の中で子供が成長していく、活動していく場

を就学前期からつくるべきだと、こういう考え方

の中で複数学級が望ましいと。ただし、単学級で

あったらいけないということではありませんけど

も、ありようとすれば複数学級が望ましいと。

（堀口武視君「チーム保育はどうなってる、チー

ム保育は」と呼ぶ）

その中で、例えば議員御指摘の複数学級を確保

することの中で１つはチーム保育等々の新たな指

導方法の導入も可能になっていくというんですか

ね。あるいは、なぜ泉佐野方式のような方式をと

らなかったのかということで、我々が依拠してる

部分というのは、やはりそういう今後の方向づけ

をする上で答申をつくったわけですから、答申の

中身というのはいわゆる現有施設の現況を見たと

きに、まずは９園ございますけども、現有施設の

有効活用と、こういうことも１つの視点に入って

おりますので、一定方向づけをした中で振興計画

で具体化すると、こういうふうに私どもとしては

理解をいたしております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 堀口君。

○１５番（堀口武視君） もう最後ですんで。改め

て、僕はこの検討委員会、部会のやり直しをお願

いしたい。地元の声を入れたやり直しをお願いし

たい。こんな泉南市幼稚園教育振興計画案、こん

なもんができる、これは私は絶対認めません。だ

から、もう一度改めてやり直すということを言う

てください。

○議長（角谷英男君） 以上で堀口議員の質問を終

結いたします。

３時３０分まで休憩いたします。

午後３時 １分 休憩

午後３時３０分 再開

○議長（角谷英男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、３番 中尾広城君の質問を許可いたしま

す。中尾君。

－１０３－

○３番（中尾広城君） こんにちは。公明党の中尾

広城でございます。本日最後となりましたが、元

気いっぱい、またさわやかにやらせていただきた

いと思いますので、どうかよろしくお願いいたし

ます。

まず初めに、過日行われました市議会議員補欠

選挙におきまして当選させていただき、わずか二

月ほどで定例会において一般質問をさせていただ

くことに少し戸惑いも感じ、大変緊張しておりま

すが、泉南市民の代表として、まさに庶民の声を

市政に反映させることを我が使命ととらえ、輝か

しき未来に希望あふれる泉南市の構築を目指して

進んでいく行政を担う一員として、日々精進、努

力を忘れることなく全力を尽くして働かせていた

だこうと強く決意しておりますので、皆様方の御

指導、御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

それでは、通告に従いまして一般質問をさせて

いただきます。

まず、大綱１点目、子どもの読書活動推進法に

関連して、読書環境の整備についてでありますが、

昨今とかく活字離れが指摘をされている社会にあ

って、読書が持つ教育的効果が改めて注目を集め

ています。我が公明党が推進し、昨年１２月に子

どもの読書活動推進法が成立、公布施行されまし

た。その中で、「国及び地方公共団体は学校図書

館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化、

その他必要な体制の整備に努める」（第７条）と

あり、国や都道府県、市町村、それぞれのレベル

で子ども読書活動基本計画を策定する努力義務

（第８条、９条）が明記されています。

１点目、それらに基づき学校及び図書館として

どのように取り組んでいかれるのかをなるべく具

体的にお答え願いたいと思います。

次に、ブックスタート事業についてであります

が、ブックスタートというのは絵本を通じて赤ち

ゃんと親が楽しい時間を分かち合えるように乳幼

児健診などの際に絵本やガイドブック、図書館案

内などをセットでプレゼントするという事業であ

り、１９９２年にイギリスで始まったものであり

ます。イギリスにおけるこれまで取り組んできた

調査結果によれば、情操教育や思考、言語能力、

表現力等を高めるのに確実に寄与しているとの報



告が出されております。

日本国内でも、既に東京都杉並区や福岡県など

で開始されていますが、特に福岡県では県を挙げ

て、市町村が実施する運動に活用できるよう小冊

子を作成、配布する方針で進められているとのこ

とであります。我が泉南市におきましてもぜひ推

進していただきたいと思うのでありますが、２点

目としてこのブックスタート事業に関する見解と

計画について具体的にお答え願いたいと思います。

また、昨日も取り上げられてはおりましたが、

３点目として学校図書館に専任司書の配置につい

ての見解と計画について、なるべく詳しく説明し

ていただきたいと思います。

次に、大綱２点目、文化芸術振興についてであ

りますが、皆様も御存じのとおり、昨年１２月よ

り施行された文化芸術振興基本法は、これまで培

われてきた伝統的な文化芸術を継承し、発展させ

るとともに、独創性のある新たな文化芸術の創造

を促進することを緊要の課題ととらえ、その振興

に関する施策を総合的に推進するために制定され

たものであり、国や自治体の責務も明確に定めて

います。

また、国の責務とともに、第４条において地方

公共団体の責務に関しては、「文化芸術の振興に

関し、国との連携を図りつつ自主的かつ主体的に

その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施

する責務を有する。」とされているところであり

ます。

こうした法律の制定に合わせて、最近の全国の

動向といたしまして、北海道苫小牧市、秋田市、

神戸市が独自の文化芸術振興条例を制定され、総

合的な施策の推進を図るための市民会議や振興基

金の設置などを決めております。

そこで１点目として、泉南市の文化芸術の振興

に関する理念、位置づけ、取り組みの方向を盛り

込んだ本市独自の条例の制定を御提案したいと思

いますが、いかがでしょうか。市長並びに教育課

関係の方から見解をお聞かせ願います。

２点目に、市における文化芸術の拠点とも言え

る文化ホール、あいぴあ、各公民館、古代史博物

館の現況と将来的展望について、なるべく具体的

にお答えいただきたく願います。

－１０４－

３点目に、市地域在住の文化芸術関係の人材、

団体を登録する人材バンクを整備することにより、

例えば学校の総合的学習の時間等に芸術家を学校

へ講師として招くことなどの仕組みが可能になる

ようなことから、地域に貢献する芸術家、団体を

登録するアーチストバンク制度の整備を提案した

いと思うのでありますが、いかがでしょうか。

また、法案の第２３条では、青少年が行う文化

芸術活動の充実を図るため、青少年を対象とした

公演、展示等への支援、青少年による活動の支援

その他の必要な施策を講ずるものとし、さらに２

４条で、学校教育における文化芸術活動の充実を

図るため、文化芸術に関する体験学習や芸術家の

学校における文化芸術活動に対する支援その他の

必要な施策を講ずるものとする、と定めています。

４点目、学校教育における今後の活動をどのよ

うに進めていくのか、その考え方についてお答え

いただきたいと思います。

５点目といたしまして、将来的に市民美術館を

建設する予定はないのでしょうか、お答えいただ

きたいと思います。

最後に、大綱３点目としまして、コミュニティ

バスについてであります。

ことし２月より運行されて、５カ月ほどではあ

りますが、乗車率もよく、市民の方から大変喜ば

れているとお聞きしていますが、中にある声とし

て、運転手によって運転のマナーが悪いとか、バ

ス停の設備の件とか、本数をふやしてほしいだと

か、さまざまな意見があるとは思います。また、

ことし１年が試行の段階であり、来年度にはいろ

んな角度で見直されることとは思います。その上

で、ある市民の方からの要望としてあえてお聞き

するのでありますが、高齢者や身障者の方がバス

の路線を歩いている際に、イエローカードのよう

なものを振り上げて、それによってバスがバス停

のないところでもとまってあげるということは可

能でしょうか、お聞かせください。

それと、バスの愛称を募集していたと思うので

ありますが、決定しておれば教えていただけたら

なと思います。

以上、壇上より質問を終わらせていただきます。

なお、自席より再質問させていただきますが、何



分初めてのことで、多少ピントのずれた質問にな

ってもお許しいただけますよう、よろしくお願い

いたします。どうもありがとうございました。

○議長（角谷英男君） ただいまの中尾議員の質問

に対し、理事者の答弁を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） 中尾議員の御質問のうち、

文化芸術振興について、泉南市の基本方針あるい

は条例制定についてどういう考えを持ってるかと

いう点について、私と教育長にお尋ねでございま

す。

泉南市におきましても、文化協会を初めとして

さまざまな文化芸術活動をされておられる方々が

たくさんいらっしゃいます。しかも、非常に活発

に活動をされておられます。先般も、岸和田の浪

切ホールでこういう１つの催しがありまして、泉

南市からも三曲協会の方々、そして舞踊の方が出

演をされておられました。私も見てまいりました

けれども、たくさんのプログラムがありましたけ

ども、ひときわ非常にいい内容のものだったとい

うふうに思っております。こういうふうに、文化

芸術ということにつきましては本市は非常に活発

な素地があると、このように考えております。

文化芸術振興基本法につきましては、皆様方の

党が努力されまして制定された法律でございます。

まだ比較的新しゅうございますので、本当にこれ

を生かしていくというのはこれからかなというふ

うに思っております。私どもも、やはりこれから

はこういう文化あるいは芸術、あるいは伝統のそ

ういう芸能、こういうものを大切にしていかなけ

ればいけないというふうに考えております。

したがって、今後これらの今御提案ありました

ことも含めまして、教育委員会とも相談をしなが

ら検討をしてまいりたいと、このように考えてお

ります。

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 私の方から、市長に引き

続きまして文化芸術振興基本法に基づく泉南市独

自の基本指針及び条例の策定についてということ

に関しまして御答弁を申し上げたいと思います。

この基本法が昨年１２月に施行されましたが、

先ほど市長の方からの答弁もありましたように、

本市では文化協会を中心といたしまして活発な文

－１０５－

化活動が常時行われてございます。この社会の現

況といいますか、少子化だとか高齢化が同時に進

行する中で、社会にはさまざまな変化がもたらさ

れて、人々の疎外感や孤立感が高まって連帯意識

が薄れて、人々が心のよりどころを失いつつある

時代でございます。

このようなところで人と人との触れ合いが希薄

となる中、文化芸術というものは人と人との結び

つきを深くし、相互に理解し、尊重し合う土壌を

提供するものであるというふうに考えます。本市

の基本的な考えといたしましては、このような観

点から人間が協働し、共生する基盤であるとの基

本認識に立ち、本市の特性に応じて幅広い市民の

文化芸術活動への支援を行い、文化芸術のすそ野

の拡大、文化遺産の継承発展を図り、そのために

も市にあります文化ホール、図書館、公民館等の

文化施設の連携を図ってまいりたいと考えており

ます。よろしく御理解のほどお願い申し上げたい

と思います。

また、条例の策定についてでありますが、本法

の目的、基本理念等を尊重し、他市の動向を見据

えながら検討してまいりたいというふうに考えて

ございますので、この方も御理解のほどよろしく

お願い申し上げたいと思います。

それから、第１項で御質問のありました子ども

の読書活動推進法に関連しての件でございますが、

このことにつきましては、これも昨年の１２月、

議員立法として成立、公布施行されたことでござ

いまして、基本の理念といたしましてもこの読書

活動、子供たちにとっては大変大事なところだと。

特に、本年度から始まりました新しい指導要領に

よります学習活動におきましては、言葉を学び、

感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなもの

にし、人生をより深く生きる力を身につけていく

上で欠かすことができないものというふうに認識

いたしておるところでございます。

とりわけ、地方公共団体の責務といたしまして、

基本理念にのっとり国との連携を図りつつ、その

地域の実情を踏まえ、子供の読書活動の推進に関

する施策を策定し、及び実行する責務を有すると

されております。本市といたしましても、子供た

ちが本と親しみ、本を楽しむことができる環境づ



くりのための学校図書館、市立図書館の充実に努

めてまいりたいと考えてございます。

第４条あるいは第９条におきまして、図書館あ

るいは学校における図書館の整備を初め、充実と

いうことで努めていくわけですが、今現在学校に

おきましては、従前から実施されておりましたけ

れども、朝の会、朝の読書活動の実践や、地域の

方がボランティアで学校へお越しいただいて読み

聞かせ活動をやっていただいたりとか、こういっ

たことが特に本年度多く幼稚園あるいは小学校に

おいて見られてございます。

このような実践が各学校にますます広がってい

きますように、教育委員会としても指導助言をし

てまいりたいと考えておりますので、よろしくお

願いを申し上げたいと思います。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） 私もこの４月から

の職責にございます。中尾議員さん以上に努力し

てまいりますので、どうか御指導、御鞭撻のほど

よろしくお願いいたします。

幾つかの御質問がございました。順次お答えし

たいと思います。

まず最初に、ブックスタート事業に関する見解

と計画はどうなのかという御質問がございました。

御質問の中にもございましたように、この事業は

赤ちゃんのときから本に親しんでいくという目的

でございますが、具体的には乳幼児健診のとき、

保護者に対して図書案内などを行う、あるいは絵

本などを贈るというものでございます。

本は、子供の発育、人格形成、精神生活、これ

に欠かせないという非常に重要な意味を持ちます。

そして、重要な事業であると認識いたしておりま

す。ただ、所管部門の問題、あるいは費用の問題

等がございまして、私どもが現在把握しているの

は全国で大体１％程度ではないかと、そう考えて

おります。

なお、本市において特に関係する部門でいいま

すと、市立保健センターが該当するのではないか

と思いますが、今後そことの連携、あるいはボラ

ンティアとのかかわりも生じてまいりますので、

その辺も含めて、また近隣の動向、実施状況、こ

－１０６－

れらをにらみながら市内部での検討を進めてまい

りたいと、そう考えております。

それから、文化ホールの利用の関係でございま

す。文化ホールの利用状況は、平成１３年度の利

用日数で見ますと、リハーサルを含みまして年間

で１７２日、近年貸し館としては若干減少気味の

傾向となっております。

本年度については、厳しい財政事情の中ではあ

りますけれども、市の自主事業として映画鑑賞会、

浪曲、コンサート、漫才等、幅広い催し物を予定

いたしております。しかし、自主事業については、

過去を見ましてもその収支面で見ますと、支出す

る経費に比べてチケット収入がその数分の１程度

しかないという非常に厳しい問題も生じておりま

す。

一方、本市の文化ホールの客席数が近隣では最

少の５００人強しかないという非常にキャパが少

ないという限界がございます。一方で、近年この

近隣の市を見ますと、相次いで最新の附属設備を

持った大規模な施設、これが設置されております。

加えて、本市の文化ホールは施設面で見ますと、

昭和５９年に開設されて１９年目を迎えておりま

すので、つり物、音響、照明等、その設備機器が

非常に老朽化いたしております。それらの維持管

理も今後大きな課題となってくるわけでございま

す。

したがって、この泉南地域において一定のすみ

分け、それも念頭に置きながら今後対処していか

ねばならないとの厳しい状況認識を持っておりま

す。文化ホールの今後のあり方についても、これ

も早急に検討をしていく問題だと思っております。

次に、公民館の御質問も出ました。公民館は、

本市は樽井、信達、新家、西信達の４館ございま

す。利用状況は、最近増加傾向になっております。

今後、これまでは趣味的な講座ということを特に

重点に置いてやってきたわけなんですけども、今

後は現代的課題に対応した事業、具体的に言いま

すと、例えば少子・高齢化の問題、あるいは子育

て支援、環境問題、文化芸術の振興、ＩＴ化、ま

ちづくり等、多角的な部門をにらんで、かつ住民

が主体的に取り組んでいけるような、そのような

事業を支援、協力していきたいと、そう考えてお



ります。

それから、文化芸術関係の人材、これの掌握と

か人材バンクの御質問もございました。本市にお

いては、昭和６３年に市民による平和で文化の香

りの高い美しいまちづくり事業ということで、Ａ

ＢＣ委員会が組織されました。これについて、市

は一定の助成をいたしているわけですけども、こ

の中に４つのチームがありますけども、その一つ

に市民の文化推進チームというのがございます。

いろんな文化事業を計画し、実施されておるわ

けですけども、今後市としても従前以上に芸術家、

あるいは芸術団体、文化施設、行政機関などのネ

ットワーク化、そういうことの中で人材を把握し

ていく、そして御指摘がございましたけども、バ

ンク的なもの、こういうものもやはり念頭に置い

て相互に連携、協力していく、そういうシステム

というのを構築していく必要があるだろうと考え

ております。

それから、最後になりますが、美術館はつくら

ないのかという御質問がございました。美術館と

いうのは、博物館法に規定される施設の一種であ

ると認識いたしておりますが、具体的には美術品

を収集し、保管し、展示して、教育的配慮のもと

に一般公衆の利用に供し、また調査研究も行うと、

そう位置づけられております。

ただ、現実問題としては、全国的には建物もさ

ることながら、資料の収集等非常に多額な費用が

かかるということから、美術館は市町村レベルで

の設置は非常に少なく、ほとんどが国、都道府県、

あるいは民間ということになっております。

ただ、私どもは市民の文化を推進するためには、

芸術分野における市民の自主的、自発的学習意欲

あるいは学習活動を側面から支援するという必要

がございます。そういうことで、そういう市民レ

ベルの活動の場の提供を保障していく、あるいは

情報の提供を積極的に行っていかねばならないと、

そう考えております。

そういうことで、施設面で見ますと、平成７年

に現在の文化ホールの横に展示ホール、展示室を

設置いたしておりますので、できるだけこれを積

極的に活用していただくように望んでいるところ

でございます。

－１０７－

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 中尾議員御質問の

学校図書館における専任司書の配置について御答

弁申し上げます。

本年度から新学習指導要領による総合的な学習

の時間等も始まり、子供たちの自主的な学習を進

めるために、学校図書館の本の活用が強く求めら

れているものと認識いたしております。

一方、子供たちの活字離れ、本離れが最近とみ

に指摘をされております。そのためにも、子供た

ちが本に興味を持ち、読書の楽しみを味わえるよ

う、なお一層学校現場での取り組みが必要と考え

ております。

こうした中で、専任司書の配置は、学校図書館

の環境整備を初め子供たちの主体的な本の活用等

を援助するために大きな効果を上げていくものと

認識いたしております。配置計画につきましては、

新緊急地域雇用特別基金事業補助金を活用したも

のであり、４人の専任司書を１年間で６カ月間雇

用し、３年間継続する計画でおります。教育委員

会として、今後とも各学校の読書活動がなお一層

推進するよう努力をしたいと考えております。

次に、文化芸術に対する学校の取り組みでござ

いますが、大阪府あるいは本市教育委員会の重点

目標の１つに、自然や美への感性を磨き、個性と

創造力をはぐくむとあり、文化芸術振興基本法に

おいても、学校・園教育において文化芸術に関す

る体験学習等、文化芸術に関する教育の充実がう

たわれております。また、以前から学習指導要領

等でも図画工作、美術、音楽等の分野におきまし

て児童・生徒の芸術文化に対する感性を高めるこ

との重要性がうたわれ、学校・園で実践している

ところであります。

具体的には、学校・園におきましては、子供た

ちの芸術文化に対する感性を高めるために文化芸

術に触れる試みとして、年に一度程度劇団を招い

て演劇鑑賞会などの行事を企画したり、社会見学

や遠足の折に日本古来の文化遺産などをじかに見

て学習したりする機会を設けております。

また、みずからが文化芸術の創造者として体験

できるよう、各学校・園において学習発表会や音



楽会などの行事を企画したり、地域の窯元での楽

焼体験あるいは地域の伝統・伝承文化としての太

鼓や踊りの体験学習を行ったりするなど、子供た

ちが個性を発揮し、かつ地域の伝統文化が生かさ

れるような取り組みを行っております。

今後とも、子供たちが芸術文化に触れる機会を

多く持ち、またみずからが地域の文化の担い手に

なれるように、学校教育の中での文化芸術に対す

る取り組みを深めていくよう、教育委員会といた

しましても指導、支援を今後とも行ってまいりた

いと考えておりますので、よろしくお願い申し上

げます。

○議長（角谷英男君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 文

化芸術振興の質問の中であいぴあの関係がござい

ましたので、御答弁さしていただきたいと思いま

す。

総合福祉センター、愛称はあいぴあ泉南でござ

いますが、市民の皆さんに当センターをふれあい

の場として利用していただいてございます。ちな

みに、平成１３年度につきましては延べで１０万

４，６０３人の利用者、入場者がございました。

当総合福祉センターの業務内容といたしまして

は、さまざまな障害を持った方のために各種相談

を初め、機能訓練や生活指導並びに障害者デイサ

ービス事業等を行っておりまして、高齢者福祉と

して在宅介護支援センター事業や入浴サービス等

を実施してございます。また、母子家庭の自立を

支援するため、パソコン講座などを行ってござい

ます。

その中で、あいぴあの将来的展望につきまして

は、高齢社会の到来と多様な福祉ニーズに対応し、

市民参加による地域福祉社会を形成するための、

その核となる拠点施設として考えておりますので、

よろしく御理解のほどお願い申し上げます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 油谷市民生活環境部長。

○市民生活環境部長（油谷宗春君） コミュニティ

バスについて御答弁を申し上げます。

このコミュニティバスの運行は、１年間の試行

期間を設けており、その中で現在利用者の方々等

の御意見や御要望をお聞きしているところであり

－１０８－

ます。したがいまして、来年の２月１日までの試

行期間中にバスの運行状況や利用者実績も考慮し、

増便の件も含め、バス停留所やコース設定などに

ついて財政面からの検討も加え、よりよい公共交

通システムづくりを進めてまいりたいと考えてお

ります。

停留所以外での停止の件でございますが、停留

所以外の停止につきましては、乗降客の安全性、

バスの定時運行という面も含め検討すべきである

と認識をいたしております。

また、愛称の件でございますが、仮称ですが、

泉南市コミュニティバスとして愛称を募集いたし

ましたところ、１３３件の応募があり、現在審査

をしてるところでありまして、決定次第御報告を

いたしたいと思いますので、よろしく御理解のほ

どお願いを申し上げます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 中尾君。

○３番（中尾広城君） 文化ホールの件についてな

んですけども、ことしで１９年になると。来年が

２０年を迎えるということに当たりまして、先日

もちょっと伺ってお話を直接聞いてきたんですけ

ども、文化ホールは私、認識としまして、やっぱ

り泉南市の文化の拠点ではないかというふうに思

いますし、市長もそのように申されたとは思うん

ですが、その館長の方やったと思うんですけども、

年々やはり予算が削られているという現状がある

と。その中で実質金額をお聞きしましたところ、

ことし６９０万ほどしかないと。ということにな

ると、ちょっと有名なタレントや芸術家を呼んで

しまうと、もうその年間の予算が１回分で飛んで

しまうというようなこともお聞きしました。

そしてまた、職員の方に関しましても、ほんと

に少ない人数で、また図書館とかいろんなことを

兼務しながらされてるという形で、ほんとに人件

費的にも削減してるような状態で一生懸命行われ

てるというようなことも聞きました。ですから、

やはり文化芸術はすばらしいと、口で言うのはな

かなか簡単ではありますけども、実質予算が伴わ

ないと、そういうものはなかなか育てていくこと

は難しいんではないかというふうに考えます。

そういう意味で、先ほど展示室の話もありまし



たけども、文化ホールの展示室の雨漏りの件も教

えていただきまして、半年前か１年ほど前ぐらい

から言うていた件で、やっとこのたび予算がつい

て、雨漏りの修繕もしていただくような形になっ

たというようなこともお聞きしました。

そういった意味で、やはり文化芸術振興基本法

に基づいてほんとにそういうことを育てていこう

とか、そういう文化芸術を振興さしていこうとい

うほんとにお気持ちがあるんでありましたら、実

質的な予算を何とかそちらの方に回していただい

て、ほんとに市民が楽しんでいけるような文化の

拠点としてのそういう施設づくりというのを期待

していきたいというふうに思います。

そういう面で、文化ホールの件にもう一回戻る

んですけども、そういう意味で予算もないという

形で、実際自主事業に関しても、やはりそういう

予算的な、自主事業ということになってくると、

やっぱり漫才とか浪曲とか、そういう形のものに

偏ってくるというようなこともお聞きしました。

先日、サラダホールの件がちょっとちらっと耳

に入ったんですけども、当然うちの泉南市の文化

ホールよりも歴史は新しいサラダホールが、何か

いろんな資材の老朽化等によって閉鎖する可能性

があるというようなことをちらっとお聞きしまし

た。そういった面も泉南市の文化ホールの方も御

存じでありまして、将来的にはこのままでいけば、

泉南市の文化ホールもそういう貸し館のみの施設

にしかなっていかないんじゃないかなというふう

なことも言っておられました。

そういった意味で、ことしは１９年、来年が２

０周年を迎える文化ホール、ほんとに泉南市の方

々が楽しんでおられる場として、もうちょっと予

算的なことを考えていただいて、していただきた

いなと。

それと、もう１点、なみはや国体以降、市民祭

が何か中止されてるというようなこともお聞きし

ましたし、ずっと毎年やってこられた行事を、や

っぱり市民の一つの楽しみとして行われてきた大

きな行事をおやめになった理由といいますか、ま

た再開される意思があるんかどうかというとこら

辺のこともあわして市長にお聞きしたいと思いま

す。

－１０９－

あとは、あいぴあの設立当時において、最初は

文化福祉会館という名称で言われてたらしいです

けども、いつの間にか文化というものがとれて、

ただの福祉総合会館というような形になったとい

うふうにも聞いております。そういった意味で、

別に偏ったことはないとは思いますけども、やは

りもっと幅広くみんなが楽しく、ほんとにお年寄

りとか障害者の方が使っていただくのは当然結構

なことなんですけども、もうちょっと例えば文化

協会であるとか、ＡＢＣ委員会のそういう文化推

進チームがほんとに喜んで使っていただけるよう

な場として、またあいぴあの方も利用しやすくな

るような状態になればいいかなというふうに思い

ます。

ちょっとたくさん言ってしまいまして、私の方

もちょっと頭の方がパニクってきてますけども、

その辺のことでちょっと市長に御答弁をお願いし

たいと思います。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 分けて御答弁申し上げます。

私の所管の部分と教育委員会の所管の部分とあり

ますんでね。

私の方からは、あいぴあ泉南ですね、これの生

い立ちの話もありましたけれども、当初は福祉文

化センターという構想はありました。ただ、あそ

こで約１，０００席――今、文化ホールは５００席

ですけどね、１，０００席ぐらいの文化ホールと福

祉センターとを１つに組み込んでやるという計画

がございました。

ただし、用地の問題、経費の問題で、非常にそ

れは難しいということで、これは前市長の時代で

ございましたけども、私、助役も当時さしていた

だいてましたんで、その段階ではその文化という

のはちょっと置いていただきたいということを進

言をしたわけです。じゃということで、消えては

なかったんですが、それは次に回そうと。とりあ

えずその福祉センターでスタートしようというこ

とになったわけなんですね。

私、引き継ぎまして、もう文化はやめました。

なぜかといいますと、用地が１ヘクタールという

中で、１，０００席の文化施設と福祉センターと一

緒になれば非常に窮屈な話になりまして、どちら



も不十分なものになるということ。それから、両

方一緒にやりますと１００億を超えるというよう

なことになりまして、とてもそういう時代じゃな

いということで、文化はやめました。

そのかわり、福祉センターをゆったりと、そし

て多目的に使えるものということで今のものがで

き上がりまして、御承知のように年間１０万人以

上の皆さんが利用していただいております。市内

のいろんな施設がありますが、最も利用率の高い

施設になっております。

その中には、御承知のように広い会議室なりい

ろんな多目的に使えるホールをつくっております

ので、あれが大体、いろいろなバリエーションが

ありますのであれなんですが、２００人から３０

０人ぐらいは十分入れますので、その５００と、

５００が大き過ぎる方についてはそこを使ってい

ただくとか、そういう一応すみ分けをいたしてお

ります。

それ以上ということになりましたら、もうそれ

こそ１，０００席云々ということになるんですが、

それはまた大変なランニングが要るわけでござい

ますから、それはあの場所で一緒にすることはで

きないと、こういうことになった次第でございま

す。そのかわり、福祉センターはこの泉州地域で

もほんとに誇れる施設になってるということでご

ざいます。

文化ホール等については、教育委員会の方から

御答弁を申し上げます。

○議長（角谷英男君） 中村教育総務部長。

○教育総務部長（中村正明君） ２点ばかりお答え

申し上げます。

まず、文化ホールの自主事業のことでございま

すけども、潤沢な予算があれば文化にもいろんな

部門もございますので、できるだけそれを表現し

ていただく催し物、それを実施していきたいわけ

ですけども、先ほど答弁させていただいたように、

本市の収容能力、客席数が５０６ですか、その程

度しかございませんし、この泉州地域では一番小

さいという中で、収支面でとらえると、非常に催

し物をするごとにやはり貴重な一般財源を使って

いくというようなこともございますので、その辺

を今後どうすればいいのかという１つのジレンマ

－１１０－

がございます。

中尾議員さんの御質問の中にもございましたよ

うに、私どものホールよりも数年おくれてつくら

れたお隣の阪南市のサラダホールが、設備機器が

むしろ泉南市よりも進んだ機械で当時はあったわ

けで、アナログからデジタル化というような、そ

ういう機械が非常に劣化してきて、照明にしろ、

音響にしろいつつぶれるかわからないという状況

の中で、市長さんが自主事業はやめると。閉める

というんでなくて、自主事業はやめて貸し館のみ

にすると。それは、理由としては、自主事業を実

施した場合、公演中に何らかの故障なり起これば、

補償問題等を含めて市としては非常に対応が難し

い問題がたくさんあるというような観点でそうい

う結論を出されたと。まだ決定には至ってないよ

うなんですけども、そのような思い切った結論を

提起されてきた。

その根底の中には、やはり泉佐野市の泉の森ホ

ール、あるいは貝塚のコスモスシアターですか、

それからつい最近岸和田の浪切ホールができまし

た。非常に大規模かつ最新の設備を持っておりま

すので、その辺、催し物を行う際に当たって、や

はり収支面、設備面を考えると、私どもも含めて

今後この狭い泉南地域の中でも一定のすみ分けを

やはりやっていかなければならないかなと思いま

す。

ただ、それはあくまで自主事業という観点に立

ってでありまして、市民の文化のニーズ、市民が

自発的、自主的にどのような文化を望んでいるの

かというのは、それはまた別途の問題でございま

すから、泉南市民なりのそのようなニーズ、表現

力、それをこの文化ホールを活用していただいて

大いに利用していただくと、このようなすべはや

はり一定私どもも努力しながら、今まで以上に残

していくなり、発展さしていかなければならない

かなと、そう思っております。

それから、市民祭のことでございますが、現在

の教育委員会の幹部は、当時のことをわかってる

者が一人もおりません。ただ、私どもも市民祭に

はいろんな部門からやはり職員として協力はして

まいりました。

ただ、私どもその当時の詳しい状況はわかりま



せんけども、当時の市民祭は、やはりある程度い

ろんな部門について一定の流派とか流儀のもとに

団体的に行われたような気はいたします。それが

やはり非常に個人的な方の参加がふえてきて、そ

の表現の場所の問題、あるいは当然費用の問題も

あるでしょうけども、それで断念したんではない

か。その後、公民館祭りというような形で、これ

は非常にまたそれはそれなりに盛況にやっていた

だいておりますので、一堂に会する体育館におけ

る市民祭という形はなくなりましたけども、別の

形で従前以上に活発に行われているのではないか

なと、そう考えております。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（角谷英男君） 中尾君。

○３番（中尾広城君） あと、ブックスタートの件

なんですけども、先ほど言っていただきましたよ

うに、保健センターでいろいろとボランティア活

動をされている方との兼ね合いとか等もあるとお

っしゃってましたけども、国でモデル的に何市か

で一遍そういうことをされてるんですけども、そ

こでの費用は大体１５万円ぐらいの助成金を出し

てやってるんですよ。予算といいましても、１５

万円といっても大したお金ですけども、ある程度

ほんとに１０万円、２０万円までの金額でできる

ことを考えると、決して不可能なことではないと

思いますし、当然考えていろいろなことを検討さ

れて、またいろんな方と相談されてしていくのが

あれやとは思いますけども、できるだけ早急にま

たこういうことも具体的にお願いしたいなという

ふうに思います。

何分、ほんとに初めてなことで、私自身もまだ

まだ勉強の途中でありますんで、次回からはもっ

とよりよい質問、はっきりした意見を申し上げれ

るような形で頑張ってまいりたいと思いますんで、

よろしくお願いします。

きょうはこれで終わらせていただきます。あり

がとうございました。

○議長（角谷英男君） 以上で中尾議員の質問を終

結いたします。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた

しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど

め延会とし、来る２４日午前１０時から本会議を

－１１１－

継続開議いたしたい思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、来

る２４日午前１０時から本会議を継続開議するこ

とに決しました。

本日はこれをもって延会といたします。

午後４時１７分 延会

（了）
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